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第１章 はじめに 

ＩＣＴは、すべての社会・経済活動の基盤であり、経済成長のみならず、社

会的課題や地球的課題の解決に貢献するツールとして、その果たすべき役割は

大きい。世界がグローバルに繋がり、各国の抱える課題と地球的課題が密接不

可分なものとなった昨今においては、日本がこれまで培ってきたＩＣＴの強み

を活用し、国際展開を推進することで、日本経済の成長と国際社会への貢献を

同時に達成することが可能である。 

しかしながら、グローバルＩＣＴ市場における我が国の相対的な国際競争力

は、ここ 10 年低下の一途をたどっており、かつての日本の強みは活かされず、

負のスパイラルに陥っている。また、米国企業が主導する世界の出現により、

グローバルな環境は大きく変化し、韓国や中国などの台頭も著しい。 

このような状況に陥った我が国の課題として、①トータルな戦略性が欠如し

ていること、②国内市場偏重の市場構造であること、③ビジネスモデルの創造

とエコシステム作りが下手であること、④意思決定のスピードが遅いこと、⑤

マーケティング戦略が欠如していること、⑥技術の出口戦略がないために、世

界的に技術のプレゼンスが低下し、標準化にもコミットできていないこと、⑦

起業環境整備が遅れていること等が挙げられる。 

これらの課題を解決し、日本の経済成長と国際社会への貢献を実現するため

には、ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開の推進についての取組を強化すること

が急務である。 

このため、平成 25 年 12 月に総務大臣主催の「ＩＣＴ国際競争力強化・国際

展開に関する懇談会」を立ち上げ、懇談会において計４回、懇談会の下に設け

られたワーキンググループにおいて計５回の精力的な議論を重ね、これらの課

題解決に向けた提言である本報告書をとりまとめた。 

本報告書は、第２章～第５章において２０２０年に向けたビジョン等の基本

的考え方を示し、第６章においてＩＣＴ国際競争力強化・国際展開の推進に向

けた具体的な施策を提言する。 

 

 

第２章 ２０２０年に向けたビジョン 

我が国の課題や直面する地球的課題に対処し、ＩＣＴによる日本経済の成長

と国際社会への貢献を同時に達成するためには、以下の国家ビジョンの下、戦

術・戦略を明確にし、社会経済システムの抜本的改革にスピード感を持って取

り組むべきである。 

 

＜「知識情報立国（スマート・ジャパン）」宣言＞ 

人口減少と高齢化により日本経済は縮小し、今後国力が低下していく可能性

が高い。天然資源の少ない我が国が世界からリスペクトされる国になるために

は、「知識・情報」に立脚した国造りに邁進するしか選択肢は残されていない。 

また、2025 年には、世界の人々がインターネットで繋がる「Connected World」

が実現する可能性がある。人類が初めて構築する「グローバル空間」の出現で

ある。 

このようなグローバルな環境変化を踏まえ、世界最先端の情報通信インフラ

の活用を前提に、従来の社会経済システムを抜本的に見直すべきである。 
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常にグローバルな視点に立って、技術革新の著しいＩＣＴのポテンシャルを

最大限活用し、「知識・情報」のフローとストックに着目し、①イノベーショ

ンの創出と②人類が直面する地球的課題の解決に先駆的に取り組む必要があ

る。 

これにより、2020 年までに世界をリードする、リアルとバーチャルが融合

した、「知識・情報」をあらゆる産業分野、社会経済活動において戦略的に活

用する「知識情報立国（スマート・ジャパン）」を目指す。 

 

＜戦略的視点と官民連携体制＞ 

これまでのＩＣＴ国際戦略には、「何を戦うか（分野）」、「どこで戦うか（市

場）」、「どこと戦うか（競争相手）」に関する視点及び推進母体としての官民連

携体制が不十分であった。今般、これらを抜本的に見直し、前述の戦略的視点

を官民でしっかり共有するとともに、強固な官民連携体制を構築すること等に

より、我が国のＩＣＴ国際展開を飛躍的に促し、ひいてはＩＣＴ国際競争力の

強化につなげていくことを目指す。 

 

 

第３章 戦略立案のポイント 

「知識情報立国（スマート・ジャパン）」の実現に向けた戦略の立案に当たっ

ては、特に次の４つのポイントを押さえることが重要である。 

 

１．「歴史的な分岐点」に立っているという危機感の共有 

我が国のＩＣＴ国際競争力が低迷を続ける間、その対策に関する議論はこ

れまでに何度も行われてきたが、残念なことではあるが具体的な成果は殆ど

挙がっていない。この間、米国企業によるＩＣＴ関連サービス市場の支配が

進むとともに、ハードウェア市場においても韓国、中国等が台頭するなど、

我が国企業を取り巻く市場環境は更に厳しいものとなっている。 

もはや、こうした状況を打開するために我々に残された時間はなく、持続

的成長・発展に向けた「歴史的な分岐点」に立っているという危機感を関係

者全員が共有した上で、早急に対策を講じる必要がある。 

 

２．中途半端な戦略から脱却し、再構築 

我が国の戦略は、世界最先端を常にリードするＩＣＴ製品・サービスの開

発などに特化するもの（米国型）でもなく、一方、低廉な製品・サービスの

大量生産などに特化するものでもなく、全体として中途半端である。我が国

の強みを、従来の延長上で考えるのではなく、グローバルな環境が激変して

いることを前提に再構築すべきである。 

 

３．社会システムづくりへの貢献 

個別の製品やサービスの国際展開を考えるのでなく、各国の課題を総合的

に解決可能な社会システムづくりに貢献する視点が重要である。例えば、「安

心・安全」「おもてなし」などは我が国が世界に誇れるキーワードであり、

日本方式を押し付けるのではなく、グローバルスタンダードの中で、これら

のキーワードを検証した上で、社会システムづくりに反映させ、世界に貢献
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すべきである。 

 

４．メリハリがあり、具体的なアクションプランのある戦略の推進 

あらゆる国に満遍なく、画一的なＩＣＴ製品・サービスを展開するのでは

なく、①「何を戦うか（分野）」、②「どこで戦うか（市場）」、③「どこと戦

うか（競争相手）」を明確にした上で、分野や地域を絞り込んだ戦略を立て

る必要がある。また、現在のポジションを維持するのではなく、それを失っ

てでも新たな分野に打って出る戦略が必要である。 

 

 

第４章 戦略立案の基本的考え方 

我が国の課題や戦略立案のポイントを踏まえ、今後の我が国におけるＩＣＴ

国際競争力の強化及び国際展開の推進に向けて、以下の基本的考え方に基づき

戦略を立案すべきである。 

 

１．ＩＣＴによる「三位一体」解決 

ＩＣＴは、①我が国が抱える社会的課題、②世界が直面する地球的課題及

び③国際展開先の国が抱える課題を「三位一体」で解決できるポテンシャル

を有している。地球的課題や各国の課題に合わせ、我が国の強みを活かした

ＩＣＴによるワンランク上の国際貢献・協力に全力で取り組むことが必要で

ある。 

 

２．「ＩＣＴパッケージ」展開 

国際展開にあたり、個々の製品・サービスではなく、相手国の課題解決に

向け、インフラ、防災、コンテンツ、医療、教育、資源、電子政府、金融等

のアプリケーションを「パッケージ」で提示することが必要である。 

また、相手国との継続的意見交換や協力関係を通じて、相手国の課題を総

合的に解決できるプロジェクトを共同で推進することが必要である。 

 

３．新たな「アーキテクチャー」、「インフラ・イノベーション」の創造 

我が国ＩＣＴ関連企業の国際展開を推進するためには、単に製品を売るこ

とでのみで利益を得る従来型のビジネスモデルから脱却し、「安心・安全」、

「おもてなし」「感動」などをキーワードとした優れた「アーキテクチャー

（エコシステム）」を創造することが必要である。 

また、我が国企業が利益を得ることを追求するのみではなく、相手国の課

題を解決することで相互に利益を得る「Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係」を構築する

ことが大原則である。 

こうした考えの下、プラットフォーム、デザイン、マーケティングを含め

た国際展開により、機器、インフラ、アプリ、コンテンツの各単体ではなく、

相手国のニーズに合わせて、それらを統合したシステム全体を、その運用も

含めて海外展開することが重要である。 

また、国際競争力を強化するためには、①「インフラ・イノベーション」

が起こる環境の創造、②「ダイバーシティ（多様性）」の確保、③世界最高

水準の情報通信基盤の整備が不可欠である。 
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このため、以下の取組が必要である。 

① 企業が高度人材を囲い込むのではなく、プロジェクト単位で技術者が

集まるような人材の流動化を実現する仕組みづくり 

② 世界中の一流エンジニア、起業家、投資家を誘致できる環境やインキ

ュベーション環境を備えたグローバルな知的生産拠点の整備 

③ 「クリエイティビティ」や、異なる文化・産業を横断的にコーディネ

ートする「グローバルプロデュース」力を育成する仕組みづくり 

④ 世界最高レベルのＩＣＴ基盤の更なる普及・発展に向けた競争政策の

見直し等 

 

４．オールジャパン体制 

産学官がオールジャパンで有機的・横断的な連携体制を構築し、トップセ

ールスや官民ミッション、ＯＤＡの活用等を通じて有望プロジェクトの発

掘・推進に一層積極的に取り組むことが不可欠である。 

 

以上の基本的考え方を、スピード感をもって実践するとともに、グローバル

な視点で国内志向を打破する戦略の立案が不可欠である。また、戦略実行の際

には、経協インフラ戦略会議の枠組み等も効果的に活用し、省庁間の枠を超え

て、ＩＣＴ以外の分野との連携・協力を一層強化することが重要である。 

 

 

第５章 戦略の具体化 

我が国のＩＣＴ国際競争力の強化に向けて、具体的な成果をあげるためには、

第３章の戦略立案のポイントで述べたとおり、①「何を戦うか（分野）」、②「ど

こで戦うか（市場）」、③「どこと戦うか（競争相手）」を明確にしたアクション

プランを策定することが不可欠である。 

本章では、次章の具体的施策を実施する上で、大前提となる戦略の具体化の

基本的な考え方を示す。 

 

１．何を戦うか（分野） 

(1) 総合的な「システム」の展開 

昨今は、製品サイクルが非常に早くなっていること、また、スマートフォ

ンに代表されるように早晩ハードウェア製品はコモディティ化する傾向が

あり、製品単体だけでは長期的な売上げは期待できない。したがって、これ

からは製品単体の売り切りではなく、製品とサービスやオペレーションも含

めた総合的な「システム」として海外展開することが必要である。 

 

(2) 日本の強みであるインフラ分野を重視 

例えば、日本の鉄道や高速道路、電力といったインフラは他国にはない正

確さ、安全、安心といった特徴を有しており、非常に高度なＩＣＴシステム

が活用されている分野である。一方で、東南アジア等の新興国では、激しい

道路の渋滞や停電率の高さといった状況に見られるようにインフラが十分

に成熟していない国が数多くある。特に、Ｂ２Ｂ市場を重視し、展開国の課

題解決にＩＣＴがどのように貢献できるかといった観点から提案すること
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が有効である。まずは、ＩＣＴインフラ※自体の展開に積極的に取り組み、

このＩＣＴインフラの高度化は鉄道、道路、電力といった社会インフラの高

度化に寄与するとともに、防災、医療、教育、農業、電子政府、電子自治体

など種々の社会問題の解決に寄与するアプリケーションの展開にも不可欠

である、という視点で取り組むことが重要である。 

 

(3) 「プロダクトアウト」から「マーケットイン」へ 

従来の技術・機能を重視した製品を販売するという観点から、市場ニーズ

にいかに応えるかという「マーケットイン」の考え方に切り替えることが必

要である。そのためには、マーケティングにより的確に展開先の課題を把握

し、課題に応じたＩＣＴのソリューションをパッケージで提案できるように

する必要がある。 

 

(4) ＩＣＴのソリューションビジネスで有望な分野を重点的に展開 

「製品＋サービス、オペレーション」まで請け負うＩＣＴソリューション

を国際展開するためには、有望な分野を重点的に展開する必要がある。例え

ば、ＩＣＴインフラ分野と医療・健康、省エネ、防災、交通、農業、教育、

金融等のアプリケーション、コンテンツ分野及び情報セキュリティ、人材育

成とが融合・連携し、より魅力的なソリューションを提示できるようにする

ことが必要である。 

また、これらのソリューションを総合的に提供するためには、一企業では

困難であることが多いので、関係企業が連携するとともに、上流から下流ま

でインテグレートする機能の充実が求められる。 

 

(5) プロセスを重視した展開 

海外展開に際しては、各国の状況を踏まえた段階的展開に努めることが重

要である。第１段階として、ＩＣＴインフラ、情報セキュリティに重点を置

き、第２段階として、防災、環境、エネルギー、治水・水道、交通、物流、

金融・決済などのアプリケーション分野やコンテンツ分野に取り組む。その

後、第３段階として、相手国のインフラ整備の高度化を促すとともに、実際

に運用に関わることで各国・各地域の問題を把握し、相手国の信頼を得て、

新たなイノベーション分野を当該国で先行的に実施することが考えられる。 

新たな分野としては、遠隔医療、遠隔教育、農業（スマートアグリ）、自

治体クラウドなどが考えられる。 

 

２．どこで戦うか（市場） 

国際展開先を考えるにあたっては、経済レベルや政治体制、人口規模など

により、国・地域をクラスター化し、特性を踏まえた戦略的な展開が必要で

ある。例えば、ＡＳＥＡＮ、インドなどが考えられる。 

 

                                                   
※ ＩＣＴインフラとは、様々なアプリ、コンテンツの流通の基盤となるものであり、無

線、有線、衛星などのネットワークやデータセンター等を指す。 
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３．どこと戦うか（競争相手） 

我が国が展開を考えている国において、競争相手がどのように取り組んで

いるのかを詳細に分析した対応が必要である。我が国の強みと相手国の課題

を合わせるだけではなく、競争相手のスピード感やタイミング等も踏まえた

戦略的な取組が重要である。 

 

４．「国・地域別、分野別戦略」に基づく国際展開 

限られたリソースを最大限有効に活用するため、展開する国・地域、分野

についてはターゲットを絞りこんで考えることが必要である。 

前述した①何を戦うか（分野）、②どこで戦うか（市場）、③どこと戦うか

（競争相手）を明確にした「国別・分野別戦略」を策定し、それに基づき国

際展開することが重要である。 

なお、緊急警報放送やデータ放送に強みを持つ地デジ日本方式は、既に１

６カ国６億人の市場を獲得しているが、これまでに培った相手国との良好な

関係を拡大し、放送関連市場への展開を確実に進めつつ、ＩＣＴ分野全体に

拡大していくことが重要と考えられる。 

 

 

第６章 具体的施策 

第１章～第５章で述べた課題や戦略の基本的考え方を実現していくための具

体的施策を「１．ビジネス環境整備」「２．ＩＣＴ人材の育成・活用」「３．「技

術外交」の強化・展開」の３つの側面から整理する。 

また、これらの施策の連携を図り、我が国のＩＣＴ国際競争力強化・国際展

開の推進をより確実なものとするためには、「４．「官民オールジャパン体制」

の構築」が必要である。 

以下の施策の推進を通じ、2020 年までに、情報通信分野において、現在の海

外売上高の約 5倍の 17.5 兆円を目指すものとする。 

本報告を踏まえ、官民の適切な役割分担の下、具体的なアクションを着実に

進めるとともに、フォローアップを適時適切に行うことが必要である。 

 

１．ビジネス環境整備  

近年の我が国のＩＣＴ関連企業は、かつて誇っていたコンシューマー市場

におけるプレゼンスが低下するとともに、激しい競争に晒され、世界市場に

おけるシェアを大きく縮小させている。また、こうした我が国のプレゼンス

の低下等を背景に、世界の「知識」や「情報」が欧米諸国に集中する状態が

生じている等、我が国を取り巻くビジネス環境は年々厳しいものとなってい

る。 

このような現状を打破し、我が国のＩＣＴ国際競争力の強化・国際展開を

実現するためには、我が国ＩＣＴの「強み」を活かした「日本発グローバル

展開モデル」を構築するほか、我が国のＩＣＴ製品・サービス等の戦略的な

ＰＲによる相手国政府や海外市場への浸透、すなわち「ジャパンブランド」

の確立を図る等のビジネス環境の整備が急務である。 
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(1) 「日本発グローバル展開モデル」の構築 

「日本発グローバル展開モデル」とは、我が国が有する優れたＩＣＴに関

する技術やノウハウ等をもとに、我が国が抱える課題の解決のみならず、グ

ローバルな視点から地球的課題や相手国の課題の解決等にも貢献し得るモ

デルをいう。 

この点、我が国においては、少子高齢化や地震・豪雨等の自然災害等への

対応が求められてきており、これらの社会的課題についてＩＣＴを活用して

解決する取組を世界に先んじて実施してきたところである。その一環として

これまで実施してきた各種実証実験の成果を総括するとともに、国際展開の

視点を新たに加え、「日本発グローバル展開モデル」へと再構築することが

重要である。 

また、従来は、ハイエンドモデルを志向する傾向が強かったが、ハイエン

ドモデルでもローエンドモデルでも応用・展開が可能なモデル等、グローバ

ルな視点から、あらゆる国・地域の同種の課題解決ニーズに応え得る「日本

発グローバル展開モデル」を構築することが求められる。 

加えて、「日本発グローバル展開モデル」の構築にあたっては、アプリオ

リに日本企業だけで構築するものではなく、海外企業との連携・協力や海外

企業への投資等、多様な手段を活用して実現することが必要である。 

また、企業だけでなく各地方自治体においても、都市問題に対する自らが

持つノウハウ・技術等を活かし、相手国の社会的課題に対する解決策を示す

ことで、国際的な協力を推進することが重要である。 

なお、「日本発グローバル展開モデル」の例として、以下のようなモデル

が考えられるところであるが、特に、「都市丸ごとＩＣＴ化」モデルについ

ては、平成 24 年度から総務省において「ＩＣＴ街づくり推進事業」を実施

しており、成功事例・ノウハウの蓄積があること等を踏まえた海外展開を図

るべきである。 

 

＜日本発グローバル展開モデルの例＞ 

 

・ 「都市丸ごとＩＣＴ化」モデル  

特区制度等を活用した制度整備等も視野に入れつつ、中核的な都市に最

先端のＩＣＴ技術を集中投下（ＩＣＴスマートタウン／スマートシティ）

し、地域課題総合解決モデルを世界に提示。 

 

・ 「Ｇ空間×ＩＣＴ」モデル  

我が国発の世界最先端の「Ｇ空間×ＩＣＴ」モデルを、特に準天頂衛星

の信号が受信可能なアジア・オセアニア地域を中心に世界へ展開。 

 

・ 「防災×ＩＣＴ」モデル 

東日本大震災の教訓を踏まえた、ＩＣＴを活用した総合的な防災モデル

を世界に提示。 

 

・ 「放送コンテンツ海外展開」モデル 

日本への観光誘致等を一層促進するとともに、日本の国情や魅力を広く
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世界に伝え、日本を好きになってもらうことにより「訪日外国人観光客の

増加」（いわゆる「ビジットジャパン」）や「日本の最先端の音楽・ファッ

ション等の発信」（いわゆる「クールジャパン」）、「地域の活性化」、「日本

食・食文化の魅力発信」等を実現するため、我が国の放送コンテンツを世

界へ展開。 

 

・ 「スマート・プラチナ社会」モデル 

我が国に限らず、世界の各国も超高齢社会に突入するため、４Ｋ・８Ｋ

等を活用した遠隔医療等ＩＣＴを積極的に活用した総合的な超高齢社会

課題解決モデルを世界に提示。 

 

・ 「教育×ＩＣＴ」モデル 

クラウド等を活用した多様な端末に対応した低コストの教育ＩＣＴシ

ステムをはじめ、ＩＣＴを積極的に活用した教育モデルを世界に提示。 

 

・ 「農業×ＩＣＴ（スマートアグリ）」モデル 

センサーとビッグデータを活用した農業ノウハウの共有及び経営の効

率化などＩＣＴを活用した農業の高度化・効率化モデルを世界に提示。 

 

これらのプロジェクトを推進するに当たっては、「国家戦略特区」等を活

用することが重要である。 

 

(2) 「ジャパンブランド」の確立 

「ジャパンブランド」を確立するためには、上述の「日本発グローバル展

開モデル」や最先端のＩＣＴ製品・サービス等を戦略的にマーケティングし、

ＰＲすることを通じて、相手国政府や海外市場において、我が国のＩＣＴ製

品・サービス等に対する「信頼感」「憧れ」を醸成することが重要である。 

戦略的なＰＲを行うにあたっては、我が国のＩＣＴ製品・サービス等を体

験・体感できる場（ショーケース）を活用することが効果的であると考えら

れる。 

 

① 「ＩＣＴ東京オリンピック・パラリンピック」の実現 

 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催は、最先端のＩＣＴの

絶好のショーケースとなることが期待される。すなわち、次世代高速移動通

信システム（５Ｇ）や４Ｋ・８Ｋ放送、多言語音声翻訳システム、自動車の

自動走行システム（ＩＴＳ）といった最先端のＩＣＴ技術・システムが社会

に実装されていくことが見込まれているが、これらは競技観戦においてのみ

ならず、レストランや病院等の生活面においても、世界中から来日する外国

人に対して、最先端のＩＣＴによる「おもてなし」を提供することが期待さ

れている。 

 このような「ＩＣＴ東京オリンピック・パラリンピック」の実現に向けて、

2020 年までの間に、「何を」「いつまでに」行うのかを定めた「ロードマッ

プ」を策定し、取り組んでいくことが必要である。 
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② 「最先端ＩＣＴショーケース」の戦略的整備 

我が国の最先端のＩＣＴ製品・サービス等をＰＲするに当たっては、固定

型（常設・仮設）の新たなショーケースを戦略的に整備することが重要であ

る。例えば、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据える

と、東京ベイゾーン（有明、台場等）を核に、我が国のＩＣＴ関連各社が誇

る最先端のＩＣＴ製品・サービス等を体験・体感できるＩＣＴショーケース

を、我が国のＩＣＴ関連各社が有する既存ショーケースを活用しつつ整備す

ることが効果的である。また、東京以外でも、北海道や東北、九州等の海外

からの関心が高い地域において、同様のＩＣＴショーケースを整備すること

も効果的であると考えられる。 

加えてＩＣＴ関係の国際会議を誘致するための強いコンベンションビュ

ーローを組成すること、国際会議の日本での開催等を通じて、海外の政府関

係者や大手事業者に対し積極的にＰＲを行うこと等も重要である。 

さらに、周辺国・地域への横展開を推進することを念頭に、ＡＳＥＡＮ諸

国をはじめ、我が国のＩＣＴ産業の国際展開における重点国・地域をＩＣＴ

ショーケース化する取組を進めるとともに、国内のショーケースと連動した

戦略的なＰＲを展開することが必要である。 

 

③ ロゴマーク制定とプロジェクトプレート設置 

我が国ＩＣＴのプレゼンスを向上させるためには、我が国のＩＣＴが相手

国に貢献していることを正しくＰＲすることが重要である。他方、我が国企

業が持つ要素技術や素材に支えられている製品やサービス、実施しているプ

ロジェクトであっても、利用者の目には我が国の貢献が見えない場合がある。

このため、戦略的な「ジャパンブランド」のＰＲに向け、統一的なロゴマー

クを制定するとともに、実施したプロジェクト等に関わる設備・施設等に我

が国のＩＣＴの関わりがわかるような掲示（プロジェクトプレートの設置）

などについて検討する必要がある。 

 

④ 日本全体が世界を先導する「スマートＩＣＴ社会」へ 

「都市丸ごとＩＣＴ化」モデルの構築を先行的に推進することについては

前述のとおりであるが、国際展開を推進するにあたっては、日本全体のショ

ーケース化、すなわち日本全体が世界を先導する「スマートＩＣＴ社会」と

なることが重要であり、更なる普及展開に向けた方策を推進することが必要

である。 

 

(3) ＩＣＴビジネス基盤の整備 

① 海外ビジネス情報のデータベース整備 

我が国のＩＣＴ企業は、国際展開における情報収集・分析力の点で他国の

グローバル企業に遅れをとっており、国際競争力の低下の一因となっている。

このため、我が国のＩＣＴ国際競争力の強化・国際展開の実現に向けて、情

報収集力・分析力の向上を図ることが急務である。 

具体的には、官民が連携して情報収集の強化を図り、各国の法制度をはじ

めとした基礎情報のほか、ビジネス事例やニーズ情報等、海外ビジネス情報

の収集・分析・共有が可能なデータベース整備を進めることが必要である。 
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② ベンチャー企業の育成 

我が国のＩＣＴ国際競争力の強化・国際展開を持続的に実現するためには、

イノベーションの創出が不可欠であるが、我が国ではイノベーションを誘発

する環境が整っておらず、その整備が急務である。エンジェル税制の改善な

ど種々の取組を実施しているところであるが、残念ながら、十分な成果が上

がっているとは言えない状況にある。 

例えば、起業を後押しする力強いエコシステムの整備、オープンソースコ

ミュニティへの積極参加、クラウド・ファンディングなど多様な資金供給シ

ステムの促進、政府・地方公共団体における調達基準の見直し等による環境

整備が重要である。 

 

③ その他環境整備 

その他、ＩＣＴ国際競争力の強化及び国際展開を促進するための税制等も

視野に入れたビジネス環境整備を検討することが考えられる。 

ＯＤＡを活用した国際展開を行う場合、我が国の経験や知見を確実に移転

し現地人材を育成・活用するために、インフラやシステム導入に必要な初期

コストに加え、導入後の技術移転の過程で必要と考えらえれるライフサイク

ル・コスト等の扱い等についても裨益国側の理解を得るように尽力すること

が重要である。 

 

２．ＩＣＴ人材の育成・活用 

天然資源の乏しい我が国において、国内、海外の人材をどのように育成・

活用していくのかということは、国際競争力を高めるために非常に重要な要

素である。競争力の源泉は、人材であるとの認識を共有し、人材の流動性向

上、ミスマッチの解消などを図るための人材育成・活用戦略を打ち出してい

かなければならない。現在の日本人の人材育成・活用について、産学官が連

携して更に取組を強化していくとともに、日本とつながりのある外国人材に

ついても、長期的な人的ネットワークの形成も視野に入れ、育成・活用に戦

略的に取り組んでいくことが必要である。本章では、「日本人材の育成・活

用」および「外国人材の育成・活用」の２つの観点から今後のＩＣＴ人材の

育成・活用について述べる。 

 

(1) 日本人材の育成・活用（イノベーション力の強化） 

我が国のＩＣＴ国際競争力強化やグローバル市場におけるプレゼンス向

上のためには、日本人材の育成・活用が不可欠である。これまでも、政府に

おいて、日本人材の育成・活用の取組は行われてきたところであるが、イノ

ベーション力強化の観点から特に以下の点に注力して取り組んでいくこと

が必要である。 

 

① ＩＣＴソフトウェア開発力の強化 

イノベーションを起こすためには、イノベーションを創発する能力の源泉

となる、ＩＣＴソフトウェア開発力を強化することが必要である。次の②の

プログラミング教育の取組と併せて、戦略的に取り組むことが必要である。 
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② 初等教育の段階からの「プログラミング教育」の実施 

昨今、アメリカやシンガポール、イギリス等では、プログラミング教育を

強化する動きが出てきているなど、諸外国においてもプログラミング能力の

向上の取組が強化されている。一方、日本ではオープンソースコミュニティ

に参加している若者が非常に少なく、また、プログラミング分野では他国に

比べ大幅に遅れていると考えられる。現状を打破するためには、初等教育の

段階からの「プログラミング教育」を実施し、プログラミング技術の養成の

みならず、プログラムを設計するための考え方を身近なものにし、イノベー

ティブな発想を持つ人材の育成に早急に取り組むことが喫緊の課題である。 

 

(2) 外国人材の育成・活用 

日本の人口減少が進み、ＩＣＴ人材不足が進む中で、海外の高い能力を持

った人材の育成・活用は不可欠になると考えられる。これまでも(独)国際協

力機構（ＪＩＣＡ）やアジア・太平洋電気通信共同体（ＡＰＴ）と連携した

研修事業や政府高官の招聘、企業、大学等における海外事業者とのプロジェ

クト共同実施などを通じて、外国人材の育成や活用の取組が行われている。 

一方で、各機関がそれぞれ取組を行っている状況であり、外国のＩＣＴ人

材育成・活用について共通した戦略の下で取組が行われているとは言えない。

また、各機関で行われた取組が共有される仕組みもないため、過去の経験を

生かした継続的・効果的な取組になってこなかったと考えられる。この点を

反省し、我が国が産学官一体となったオールジャパンの体制で取り組むとの

共通認識の下、関係機関、企業等において人材の育成・活用に関する戦略を

共有して取り組まなければならない。 

また、日本企業にとっても優秀な外国のＩＣＴ人材育成・活用により、企

業内の同質化を防ぎ、異なる文化や風土などとの融合を通じて新しい発想を

生み出し、イノベーションを起こす土壌ができると考えられる。 

以下に、優秀な外国人材を発掘し、育成・活用するために必要な具体的施

策を示す。 

 

① 外国人留学生・研修生による日本企業へのインターンシップを仲介する

仕組み（インターンシップ仲介機構）の構築 

インターンシップは現地の大学、先生、学生とのコネクションが形成され、

かつ、優秀な人材を採用できるので我が国にとって非常にメリットが大きい

事業と考えられる。しかし、国・地域によっては、まだ日本の知名度や日本

に対する信頼が足らず、現地の人材を日本へ留学させるにはハードルが高い

場合がある。このような状況を打開するため、日本への信頼を担保する「イ

ンターンシップ仲介機構」（仮称）を構築し、日本へ留学するにあたっての

生活の保証や安心・安全といった信頼を与えられる場を提供することができ

れば、海外の優秀な人材の確保に向けた非常に大きな機会を創出できると考

えられる。 

 

 

 



13 
 

② ＭＯＯＣs（世界規模の公開オンライン講座）等を活用した人材の育成・

確保 

2012 年 2 月以降、米国で生まれ、急速に世界に普及している「インター

ネット上で誰でも無料で受講できる大規模公開オンライン授業（ＭＯＯＣs 

：Massive Open Online Courses）」等が活用され、優秀な人材を世界中から

集めるための重要な手段ともなっている。ＭＯＯＣsをはじめとする新たな

取組とも連携して人材育成・活用に取り組んでいくことが重要である。 

  

③ 多層的な国際人材ネットワークの強化（留学生・研修生との人的ネット

ワーク強化（人的データベースの構築等）） 

外国人留学生・研修生が帰国後にキャリアアップする過程を多層的に考え、

政府、大学、企業、国際援助機関が連携しながら、各キャリアステージに応

じたプロジェクトを共同で実施することなどにより、人材育成を行うことが

重要である。これにより、人的ネットワークが形成できる。そのためには、

外国人留学生・研修生の卒業者とのネットワークを活用し、どこにどの様な

方がいるのか、誰にコンタクトをとれば有益な情報が得られるのかといった

情報を整理した「人的データベース」を官民一体となって構築・運用し、有

効に活用することが必要である。 

 

３．「技術外交」の強化・展開 

継続的なイノベーションの創出による国際競争力の強化を実現するため

には、核となる技術・分野を特定し、戦略的な研究開発、国際標準化の推進

や国際連携等に取り組むことが重要である。我が国が向かうべき戦略に則り、

明確な目的意識の下、国際的な研究開発連携、国際標準化、国際的な知的財

産権の確保、各国の制度間調整、経済協力等の具体的な施策の遂行を、一貫

性、一体性を持って総合的に展開する「技術外交」の強化・展開を図ること

が重要である。 

 

(1) 技術外交戦略の推進 

① 既存の技術・システムと将来有望な技術を峻別した国際展開 

技術外交戦略の推進に当たっては、地上デジタル放送、４Ｋ、４Ｇなどの

既存の技術・システムと、新世代ネットワーク、ウェアラブル、ＡＩ

（Artificial Intelligence、人工知能）、ロボットなどの将来有望な技術を

峻別した国際展開を進めることが重要である。前述の「日本発グローバル展

開モデル」の構築・展開にあたっても、技術・システムが、既存のものであ

るか、将来的な技術・システムであるのかといったことを踏まえて取り組む

ことが必要である。 

特に、既存技術については、各国・地域のニーズ、市場規模等を把握し、

分野を特定した上で迅速に国際展開を進めるべきである。 

 

② インフラ・イノベーションを起こす可能性のある研究・技術開発 

長期的な国際競争力の維持・強化のためには、常に新たなイノベーション

の創出に向けた取組を続けていく必要がある。既存の技術や、現時点ですで

に有望性が期待できる技術の展開に取り組むだけでなく、未だシーズとして
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顕在化していないインフラ・イノベーションを起こす可能性のある技術の発

掘にも積極的に取り組むことが重要である。 

我が国は、個々の要素技術においては世界をリードする技術を数多く有し

ているが、近年日本発でインフラ・イノベーションが起きていない。予見さ

れている技術からはイノベーションは生まれない。失敗を恐れず、産官学で

チャレンジし続けることが重要である。 

 

③ 出口戦略を重視した標準化戦略、仲間作り 

我が国の強みとなる技術を確立することだけでなく、出口戦略を重視した

標準化戦略や、標準化活動において仲間となる国や企業をいかにして作って

いくかが重要である。標準化戦略における当面の重点分野として、①スマー

トグリッド、②デジタルサイネージ、③次世代ブラウザ（Web and TV 等）

が挙げられる。また、中期的に推進すべき重点分野としては、①新世代ネッ

トワーク（ネットワーク仮想化、Ｍ２Ｍ/センサーネットワーク）、②フォト

ニックネットワークなどが挙げられる。 

 

④ 諸外国との共同研究スキームの拡充 

これまでも総務省において、欧州委員会と共同で研究開発を支援する取組

が推進されているが、研究開発成果の国際標準化や実用化を一層加速するた

め、諸外国との共同研究スキームの更なる拡充が必要である。 

 

⑤ オールジャパンで戦略的に国際標準化を推進する体制、標準化の司令塔

を整備 

国際標準の獲得に向け、諸外国は、戦略的な取組を推進している。例えば、

米国、欧州などでは国を挙げて体制を整備し、様々な分野の標準化を積極的

に進めている。個々の企業活動だけでは十分な意見の反映を行うことは困難

であり、我が国としてもオールジャパンで戦略的に国際標準化を推進する体

制、標準化の司令塔を整備することが不可欠である。 

 

⑥ 競争領域と協調領域の峻別・整理 

総合的なＩＣＴシステムの国際展開に当たっては、国際標準としてオープ

ン化すべき部分と、「秘伝のタレ」と言うべき競争力のコア技術となる部分

を整理したうえで、国際競争力の強化につながるよう戦略的に取り組むこと

が重要である。換言すれば、オープンプロトコルの積極的活用とコア技術確

保の両立に努めるべきである。 

 

(2) 国際的に調和した環境整備 

① 情報の自由な流通の確保 

ＩＣＴの普及により、ライフログ等の大量の情報（ビッグデータ）がネッ

トワークを通じて流通し、また、スマートフォン、タブレット端末等のスマ

ートデバイスの普及により、いつでもどこでも多種多様なサービスを提供及

び享受することができる社会（「ユビキタスネット社会」）が到来している。

ＩＣＴ技術革新の恩恵を人類が享受するためには、「国境を越えた情報の自

由な流通の確保」が大前提であり、極めて重要である。 
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② パーソナルデータの利用と保護のバランス確保 

ビッグデータの活用は、今後のイノベーション創出の重要な鍵を握ると考

えられる。この点、海外ではパーソナルデータを利用した様々なサービスが

展開されている一方で、我が国では未だパーソナルデータの利用に対する不

安が根強く、新たなサービスが断念される事例も見られる。 

我が国企業によるパーソナルデータを利用した新たな産業・サービスの創

出を促進するためには、利用者の安心を損ねないバランスのとれたルールを

国際的な動向も踏まえて整備することが必要である。現在、ＩＴ総合戦略本

部において、「パーソナルデータの利活用に関する制度」について検討が進

められており、早急な見直しを期待する。 

 

③ 情報セキュリティに関する国際連携の強化 

ＩＣＴを活用したシステムやサービスを展開する際には、基盤となる情報

セキュリティの確保が必要不可欠である。一方、サイバー空間のセキュリテ

ィ対策は、特定の国や企業のみの努力では対応しきれないものであることか

ら、国際連携の強化が重要である。 

 

(3) トップセールス連動型の展開や政府間対話の強化 

① トップセールスと連動させたＩＣＴ国際展開の強化 

ＩＣＴ分野における二国間の協力関係は着実に具体化してきており、例え

ば、ミャンマー（H25.5）、ボツワナ（H25.7）、スリランカ（H25.7）、ブラジ

ル（H25.7）、ベトナム（H25.9）、ラオス（H25.9）、インドネシア（H25.9）、

フィリピン（H26.1）とは、閣僚レベルでの覚書締結等に至っている。 

強力なトップセールスと効果的に連動させつつ、プロジェクト展開をより

確実なものとするための上流工程からの相手国マスタープランづくり、各国

のニーズに合わせた戦略的なＦ／Ｓ（Feasibility Study、実行可能性調査）

の実施、相手国向けモデルシステムの構築、人材研修事業等を実施すること

で、企業の国際展開を包括的に支援する仕組み作りが必要である。 

 

② 政府間対話（「経済協力対話」）の強化 

現行の「要請主義」の下で戦略的にＯＤＡを活用するためには、相手国政

府との意思疎通をこれまで以上に密接にし、相手国のニーズの把握や国家計

画策定段階からの関与が必要である。それにより、途上国から正式なＯＤＡ

支援要請を受ける前の段階で途上国側のニーズを詳細に把握することに加

え、我が国側シーズを示すことで途上国側ニーズを掘り起こし、質の高い案

件を形成していくことが可能となる。 

そのためには、重点国との間の二国間協議の開催頻度を上げるとともに、

多国間（マルチ）の場でのバイ会談なども積極的に行い、トップレベルから

実務レベルまでを含めたチャンネル作りをしていくべきである。 

 

③ 政策ツールとしてのＯＤＡ等の戦略的活用 

特に新興国の成長に寄与し、日本経済の活性化につなげるためには、外務

省や在外公館、ＪＩＣＡ等と有機的に連携しながら技術協力や無償資金協力、
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円借款といったＯＤＡを政策ツールとして戦略的に活用することが重要で

ある。一方、ＩＣＴ分野は技術進歩が早いことから、現行ＯＤＡの制度には

馴染みにくい部分が一部あるのも事実である。ＯＤＡ案件形成までに要する

時間、またそれ以降の契約や調達に至る手続きの迅速性・柔軟性・機動性を

高めるような不断の努力に引き続き努めるべきである。 

また、現在我が国が行っているような社会インフラに関するＯＤＡ案件に、

我が国の先進的なＩＣＴシステム組み込むことで、ＯＤＡ案件全体の質を向

上させることが可能であることから、ＩＣＴシステムの組み込みを社会イン

フラＯＤＡ案件形成において確実に検討することが重要である。さらに、Ｊ

ＩＣＡの協力を得て、円借款、無償資金協力、技術協力など支援内容や対象、

実施までの必要時間等が異なる援助手法を有機的に活用し、特に途上国で不

足しがちな人材育成とセットにした案件形成を行うことで他国の援助との

相違を打ち出すとともに、一般無償資金協力の支援対象や円借款の貸し付け

対象の拡大・緩和を行うことが有用である。 

 

④ 二国間の協力関係の具体化 

閣僚級の協力合意はいわば「出発点」であり、今後は、トップセールスで

築いた協力合意を具体化していく根気強い取組が重要である。 

特に新興国においては、ＩＣＴは、①経済成長基盤となる通信ネットワー

ク、②健全な民主主義発達と情報格差是正に資する放送メディア、③災害リ

スクを軽減する防災ＩＣＴシステム等、国が抱える社会課題解決に大きく貢

献するものであることから、多面的・重層的なアプローチが重要である。 

このため、企業に対する単発的な支援施策から脱却し、パッケージ化によ

る継続的支援策の充実が必要である。また、相手国の行政官研修、キーパー

ソンの訪日招聘、現地セミナーによる周知啓発、相手国内制度の構築支援等、

相手国の人材育成をも視野に入れた我が国の「ソフトウェア面からの支援策」

を強化することが重要である。 

 

４．「官民オールジャパン体制」の構築 

第４章でも述べたとおり、我が国のＩＣＴ国際展開の推進のためには、ト

ップセールスを実施することや産学官がオールジャパンで取り組むための

国内の体制を整備するとともに、現地にも情報収集・共有、相手国に対する

窓口機能を備えた体制を整備することが必要である。 

 

(1) 「官民ミッション」の派遣(トップセールス) 

近年、ＩＣＴ分野に関するトップセールスが精力的に進められている。特

にＡＳＥＡＮ諸国等の新興国において、ＩＣＴ分野のビジネス展開を成功さ

せるためには、相手国の大統領、首相、大臣間の信頼関係が鍵を握っている。

さらに、近年、トップセールスで築いた協力合意を具現化するための「官民

ミッション」の重要性が増してきており、実際に具体的な案件発注、商談の

成立につながっている。 

今後も、「国・地域別、分野別戦略」に基づいた、官民ミッションの効果

的な派遣及びトップセールスを続けることが重要である。 
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(2) 「官民ローカル・タスクフォース」の形成 

現在、我が国のＩＣＴの国際展開が進展していない背景として、韓国、中

国等が官民一体でのワンストップ営業を強力に推進している中で、日系企業

が個々に独立して営業活動や現地情報の取得を行っていることが挙げられ

る。こうした課題に対応するため、「新たなローカルの場」として、現地で

官民が共同で組織する「官民ローカル・タスクフォース」を形成し、現地情

報（制度、手続き、国家計画、入札案件情報等）の収集・共有や、オールジ

ャパン窓口の明確化、案件形成前段階からの戦略的な働きかけを省庁間の垣

根を越えて行うことが必要である。また、その際、前述した「ＩＣＴショー

ケース」機能も視野に入れた、関係者が集まる拠点（ジャパンセンター）を

設けることも検討することが必要である。 

 

(3) ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開に資する資金供給等の仕組みの整備 

国際展開の推進のためには、事業資金の獲得・供給が重要な鍵となってい

る。この点ＪＢＩＣとの連携を一層強化するほか、前述したＯＤＡの現状も

踏まえ、より民間事業者の国際展開のスピードを上げ、効果的な展開を行う

観点から、適切な資金供給等を行う仕組みを検討することが必要である。 

    

 

以上を総合的、戦略的に推進するため、機動的で実効的な「強固な官民連携

体制」を構築すべきである。 
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（参考） 国が取り組むべきこと 

 我が国が国際競争力を回復するための「時間」と「距離」の短縮化 

 官民連携を推進するためのイニシアティブ 

「官民オールジャ

パン体制」の整備 

「国別、分野別戦略」に基づき、「ＩＣＴパッケージ」 

展開を支援 

① 国内に「強固な官民連携体制」を整備 

・ 国際展開支援 

・ 事業資金の獲得・供給支援 

・ 情報共有、情報提供支援 

・ 上流から下流までの機能をインテグレートするなど 

プロジェクトの調整支援 

② 現地に「官民ローカル・タスクフォース」を設置 

・ 現地でのオールジャパン体制の窓口機能 

③ 「官民ミッション」の派遣（トップセールス） 

・ 案件の発掘、プロジェクトの具体化 
「日本発グローバ

ル展開モデル」の 

構築支援 

 

① 国際展開可能なプロジェクトの発掘・構築支援 

・ 新たな「アーキテクチャー」（エコシステム）構築 

支援 

・ 国内外での各種実証実験を通じた国際展開モデルの

確立支援 

（分野） 

ＩＣＴインフラ 

都市丸ごとＩＣＴ化モデル 

Ｇ空間×ＩＣＴモデル 

防災×ＩＣＴモデル 

放送コンテンツ海外展開モデル 

スマート・プラチナ社会モデル 

  教育×ＩＣＴモデル 

  農業×ＩＣＴ（スマートアグリ）モデル 等 
② 国家戦略特区等の活用 

③ 省庁横断プロジェクトの政府内調整 
④ 経協インフラ戦略会議の枠組み等を活用したＩＣＴ

以外の分野との連携・協力 
「日本発グローバ

ル展開モデル」の 

展開支援 

 

① 「官民ミッション」の派遣（トップセールス）（再掲） 
② 相手国政府との政府間対話 

・ 相手国のニーズの把握 

・ 各国の制度・規制等に関する交渉 
③ 多国間にまたがるプロジェクトの政府間調整 

・ アセアンスマートネットワーク構想など 

④ ＯＤＡ等の戦略的活用 

⑤ 「強固な官民連携体制」を通じた支援（再掲） 
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「ジャパンブラン

ド」の確立支援 
・ 「最先端ＩＣＴショーケース」の整備支援 

（国内/海外） 

・ ロゴマーク制定とプロジェクトプレート設置 
人材育成・活用支援 

 

・ 初等教育段階からの「プログラミング教育」の実施 

・ 多層的な国際「人的データベース（留学生、研修生 

など）」構築支援 
国際標準化支援 ・ デジュール、デファクトを含め戦略的分野の国際標準

化支援（ネットワーク仮想化、センサーネットワーク、

フォトニックネットワーク 等） 

・ 国際標準化を推進する司令塔機能の整備 
技術外交戦略の 

推進 

 

・ 既存の技術・システムと将来有望な技術を峻別した国

際展開（新世代ネットワーク、ウェアラブル、ＡＩ、

ロボット 等） 

・ 諸外国との共同研究スキームの拡充 
ＩＣＴビジネス 

基盤の整備 
・ 海外ビジネス情報のデータベース整備 

・ ベンチャー企業の育成支援 
国際的に調和した

環境整備 
・ パーソナルデータ、情報セキュリティ など 

2020 年東京オリン

ピック・パラリンピ

ックに向けたロー

ドマップの作成 

・ 東京オリンピック・パラリンピックで世界最先端の 

ＩＣＴ環境を実現 

 
（注）本文に基づき作成。検討すべき事項も含む。 

   なお、全ての施策を網羅してはいない。 
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「ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開イニシアティブ」 ロードマップ

【2017年度頃まで】

・国際的に調和した環境整備（情報の自由な流通、情報セキュリティに関する国際連携の推進など）
・トップセールス連動型の展開や政府間対話の強化（ODA等の戦略的活用など） 等 【継続的に実施】

・「官民ミッション」の派遣（トップセールス）
・「官民ローカル・タスクフォース」の形成・活用 【継続的に実施】

・ICT日本人材の育成・活用の推進

・ICT外国人材の育成・活用の推進

【継続的に実施】

・出口戦略を重視した標準化の戦略的な推進
・標準化の推進体制・司令塔整備

【2017年度頃まで】

・ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開に資する
資金供給等の仕組みの整備

【2015年度頃まで】

・国内での実証実験等を通じた「日本発グローバル展開モデル」の構築、
ASEAN各国、インド等への戦略的展開

・東京オリンピック・パラリンピックを見据えた「ICTショーケース」の整備
（国内外）

・海外ビジネス情報データベースの整備・継続的改善 等

・「日本発グローバル展開モデル」展開国からの横展開
・「ICT東京オリンピック・パラリンピック」実現のための「ICT
ショーケース」の活用

・海外ビジネス情報データベースの継続的改善 等

・ＩＣＴソフトウェア開発力の強化、初等教育段階からの「プログラミング
教育」など日本人材の育成・活用に向けた環境整備等

・留学生・研修生等との人的ネットワークの強化など外国人材の育成・
活用に向けた環境整備等

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
整
備

「官
民
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
体
制
」

の
構
築

Ｉ
Ｃ
Ｔ
人
材
育
成
・
活
用

「技
術
外
交
」の
強
化
・展
開

【継続的に実施】

【継続的に実施】

【2017年度頃まで】 【継続的に実施】

・資金供給等を通じたＩＣＴ国際競争力強化・国際展開の推進

・標準化推進体制・司令塔の下で標準化を戦略的に推進

別添１

注：本ロードマップについては、今後、施策毎に具体化を図るとともに、適時適切に見直しを行うこととする。



ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開に関する懇談会 

開催要綱 
 

１ 目的 

ＩＣＴは、すべての社会・経済活動の基盤であり、経済成長のみならず、社会的課題や

地球的課題の解決に貢献するツールとして、その果たすべき役割は大きい。 

しかしながら、グローバル市場における我が国のプレゼンスは、そのポテンシャルに反

して低い状況が続いている。 

こうした状況を打開するため、我が国のＩＣＴ国際競争力の強化及び国際展開に関する

方策等を検討することを目的とする。 

 

２ 名称 

本懇談会の名称は、「ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開に関する懇談会」と称する。 

 

３ 検討内容 

(1) 各国の課題・ニーズに応じた国際展開 

(2) ＩＣＴ競争力基盤の強化 

(3) 国際標準化等の推進   等 

 

４ 構成及び運営 

(1) 本懇談会は、総務大臣の懇談会として開催する。 

(2) 本懇談会の構成員は、別紙のとおりとする。 

(3) 本懇談会に、総務大臣があらかじめ指名する座長を置く。 

(4) 座長は、必要があると認めるときは、座長代理を指名することができる。 

(5) 座長は、本懇談会の検討を促進するため、必要に応じて「ワーキンググループ」を開

催することができる。 

(6) その他、本懇談会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５ 議事の公開 

(1) 本懇談会及び使用した資料については、次の場合を除き公開する。 

① 公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれが

あると座長が認める場合 

② その他、非公開とすることが必要と座長が認める場合 

(2) 懇談会終了後、速やかに議事概要を作成し、公開する。 

 

６ スケジュール 

本懇談会は、平成25年12月から開催し、平成26年６月頃を目途に一定のとりまとめを行う。 

 

７ 庶務 

本懇談会の庶務は、情報通信国際戦略局情報通信政策課が国際政策課の協力を得て行う。 
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ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開に関する懇談会 構成員 

    （敬称略、座長及び座長代理を除き 50 音順、平成 26 年 6 月 12 日現在） 

座長 岡 素之 住友商事株式会社相談役 

座長代理 坂村 健 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授 

座長代理 山下 徹 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役相談役 

 伊丹 敬之 東京理科大学教授 イノベーション研究科長 

 鵜浦 博夫 日本電信電話株式会社代表取締役社長 

 遠藤 信博 日本電気株式会社 代表取締役 執行役員社長 

 小野寺 正 ＫＤＤＩ株式会社 代表取締役会長 

 須藤 修 東京大学大学院情報学環長・学際情報学府長 

 髙橋 興三 シャープ株式会社代表取締役社長 

 田中 明彦 独立行政法人国際協力機構理事長 

 田中 久雄 株式会社東芝 取締役 代表執行役社長 

 津賀 一宏 パナソニック株式会社代表取締役社長 

 中西 宏明 株式会社日立製作所代表執行役 執行役会長兼ＣＥＯ 

 南場 智子 株式会社ディー・エヌ・エー取締役 ファウンダー 

 新浪 剛史 株式会社ローソン 取締役会長 

 平井 一夫 ソニー株式会社 取締役 代表執行役 社長 兼 ＣＥＯ 

 藤沢 久美 シンクタンク・ソフィアバンク代表 

 山西 健一郎 三菱電機株式会社 取締役会長 

 山本 正已 富士通株式会社代表取締役社長 

 

（別紙） 



ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開に関する懇談会 

ワーキンググループ 開催要綱 
 

１ 目的 

本ワーキンググループは、「ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開に関する懇談会」（以下「懇

談会」という。）のワーキンググループとして、懇談会における検討内容についてより専門的

な観点から検討を行うことを目的とする。 

 

２ 名称 

本ワーキンググループの名称は、「ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開に関する懇談会ワーキ

ンググループ」とする。 

 

３ 検討内容 

(1) 各国の課題・ニーズに応じた国際展開 

(2) ＩＣＴ競争力基盤の強化 

(3) 国際標準化等の推進   等 

 

４ 構成及び運営 

(1) 本ワーキンググループの構成員は、別紙のとおりとする。 

(2) 本ワーキンググループの主査は、懇談会の座長が指名する。 

(3) 主査は、本ワーキンググループを招集し、主宰する。 

(4) 主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。 

(5) 主査代理は、主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本ワーキンググループを招集

し、主宰する。 

(6) 本ワーキンググループにおいて検討された事項については、主査がとりまとめ、これを

懇談会に報告する。 

(7) その他、本ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定める。 

 

５ 議事の公開 

(1) 本ワーキンググループは原則として非公開とする。なお、本ワーキンググループの議事

要旨を作成し、会議終了後速やかに公開する。 

(2) 本ワーキンググループで配付された資料は、会議終了後速やかに公開する。ただし、主

査が公開することにより支障があると認める場合には、資料の全部又は一部を非公開とす

ることができる。 

 

６ スケジュール 

本ワーキンググループの開催期間は、平成25年11月から平成26年６月頃までを目途とする。 

 

７ 庶務 

本ワーキンググループの庶務は、情報通信国際戦略局情報通信政策課が国際政策課の協力

を得て行う。 
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ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開懇談会ワーキンググループ 構成員 

（敬称略、主査及び主査代理を除き 50 音順、平成 26 年 6 月 12 日現在） 

主査 坂村 健 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授 

主査代理 藤沢 久美 シンクタンク・ソフィアバンク代表 

 大井 潤 株式会社ディー・エヌ・エー 渉外統括本部 渉外部 部長 

 岡田 守行 シャープ株式会社常務執行役員東京支社長 

 奥岡 久幸 ＴＯＡ株式会社 海外事業本部 参事 

 奥野 恒久 日本電信電話株式会社 取締役  
グローバルビジネス推進室 室長 

 桑津 浩太郎 株式会社野村総合研究所 
ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部 主席コンサルタント 

 河野 誠 富士通株式会社政策渉外室長 

 阪本 晋 日本電気株式会社海外ビジネスユニット理事 

 佐藤 哲 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 
グローバル事業本部 第一グローバル事業部長 

 島田 啓一郎  ソニー株式会社 業務執行役員ＳＶＰ  
ＲＤＳプラットフォーム 中長期技術、技術渉外担当 

 下辻 成佳 株式会社東芝 執行役常務  
クラウド＆ソリューション社副社長 

 鈴川 信一 ＫＤＤＩ株式会社  
グローバル事業本部グローバルＩＣＴ本部長 

 田中 一彦  株式会社国際協力銀行運輸・通信事業部長 

 丹 康雄 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授 

 堤 和彦 三菱電機株式会社 顧問 

 中川 郁夫 株式会社インテック先端技術研究所主席研究員 
大阪大学サイバーメディアセンター招聘准教授 

 中村 明 独立行政法人国際協力機構経済基盤開発部長 

 藤田 英樹 パナソニック株式会社 
理事 渉外本部 渉外グループ グループマネージャー 

 堀田 巌 株式会社日立製作所 情報・通信システム社 
経営戦略室 担当本部長 

 眞下 尚明 住友商事株式会社 理事 
ネットワーク事業本部副本部長 兼 ITソリューション事業部長 

 若林 資典  みずほ銀行産業調査部長 

（別紙） 



ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開について

参考資料



１．直面する地球的課題や我が国の社会的課題

２．ＩＣＴ国際競争力の現状

３．ＩＣＴ国際展開の現状

４．ＩＣＴ人材育成・活用の現状

５．ＩＣＴ国際標準化への取組状況

2



１．直面する地球的課題や我が国の社会的課題
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資源、医療・健康、自然災害、教育などの地球的課題の解決が急務

資源問題 医療・健康

教育自然災害

（世界の資源需要等の予測：現在～2050年）

エネルギー需要

倍

食料需要

倍

温室効果ガス

倍

水需要

倍
（出典：国連、ＦＡＯ、ＰＷＣ資料を基に総務省作成）

（主な自然災害による死傷者数：2012年）

6,228万人

2,497万人 1,646万人 280万人

洪水 干ばつ 嵐 地震

（出典：ＵＮＩＳＤＲ資料を基に総務省作成）

○ ３大感染症*により命を落とす人 335万人／年
＊エイズ、結核、マラリア

○ ５歳未満で命を落とす子供 690万人／年

○ 妊娠・出産により命を落とす女性 29万人／年

66% 3% 12% 12% 7%

（出典：ＷＨＯ、国連、ＵＮＡＩＤＳ、世銀等資料を基に総務省作成）

（アフリカ地域*における主な死因）
＊アンゴラ、ボツワナ、モザンビークの例

感染症・新生児等

がん
循環器
疾患

その他
疾患

事故等

（各地域の初等教育修了率（2011年）・成人識字率（2005～2010年））

（出典：世銀、ＵＮＤＰ資料を基に総務省作成）

サハラ以南
アフリカ

成人識字率

初等教育修了率

69％

63％

中央アジア

成人識字率

初等教育修了率

88％

63％

アラブ諸国
（中東・北アフリカ）

成人識字率

初等教育修了率

91％

75％
世界全体：初等教育修了率：91％、成人識字率：81％* 2000年代の平均発生件数：173件（対80年代比 3.3倍）

*

（国家規模災害（Country-level disasters）の件数）
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出典：国際連合 “World Urbanization Prospects: The 2011 Revision” を基に総務省作成
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◆ 総人口のうち約７割が都市部に集中する見込み。

◆ 世界の総人口は2050年までに90億人を突破する
見込み。

都市人口

地方人口

（億人）

総人口に占める
都市人口の割合（％）

世界人口の推移

２０１０年

６３兆ドル

新興国・途上国

34.3％
(21.6兆ドル)

先進国
65.7％

先進国と新興国・途上国のＧＤＰの推移

世界の
ＧＤＰ総額

先進国

新興国・途上国

２０００年

３２兆ドル

新興国・途上国
20.2％

先進国
79.8％

（6.5兆ドル）

２０１７年

９４兆ドル

新興国・途上国

42.5％

先進国
57.5％

（39.9兆ドル）

◆ 新興国・途上国のＧＤＰは、2000年→2017年で
６倍以上に増加する見込み。

◆ 2017年には新興国・途上国のＧＤＰが世界の
ＧＤＰの４割以上を占める見込み。

出典：IMF “World Economic Outlook Database April 2012”を基に総務省作成
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我が国の超高齢社会の現状

 我が国は、世界でも類を見ない超高齢社会に突入。

 我が国の人口は2060年には9000万人を割り込むと予想される一方、高齢化率は上昇し、
2025年には約30％、2060年には約40％に達すると予想。

日本の人口推計と高齢化率の推移

【出典】 2010年までは総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果
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我が国のエネルギー資源の現状

 日本はエネルギー資源のほとんどを輸入に頼っており、割合としては、原油は99.6%、石炭はほぼ100%、天
然ガスは96.9%、ＬＰガスは75.8%である。

 エネルギー資源輸入依存度は原子力を除くと96%と諸外国と比較して極めて高い。

7

１次エネルギーの輸入比率・供給量の推移 主要国のエネルギー資源輸入依存度



２．ＩＣＴ国際競争力の現状
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～日本の１人あたりＧＤＰは世界２４位～ ～日本の産業の国際競争力は世界２４位まで低下～

1人当たりＧＤＰ・国際競争力の低下

 日本の１人あたり名目ＧＤＰ（USドル）は2008年以降は順位を上げてきたが、2013年に２４位まで降下。

 日本の産業の国際競争力は2013年において、世界２４位まで低下。

【出典】：IMＤ World Competitiveness Yearbook

単位（米ドル）

【出典】：IMF

（順位） （順位）
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＜世界経済フォーラムによるＩＣＴ競争力ランキングの推移＞

低迷するＩＣＴ国際競争力

【出典】 世界経済フォーラム（WEF） 「Global Information Technology Report」 横軸は調査公表時の年。

順

位

スウェーデン

シンガポール

米国

カナダ

英国

韓国

日本

年

台湾

ノルウェー

オランダ

 世界経済フォーラム（ＷＥＦ）が毎年公表しているＩＣＴ競争力ランキングでは、日本は２００５年に８位まで
上昇したが、近年では２０位付近に低迷し、２０１３年は２１位まで下落。

 北欧諸国が上位を占めるが、日本は、アジアの中でも、シンガポール（２位）、台湾（１０位）、韓国（１１位）、
香港（１４位）に次いで、２１位であり、低迷が顕著。
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順位
国・地域名

2011 2012 2013

3 3 1 フィンランド

2 2 2 シンガポール

1 1 3 スウェーデン

11 6 4 オランダ

9 7 5 ノルウェー

4 5 6 スイス

15 10 7 英国

7 4 8 デンマーク

5 8 9 米国

6 11 10 台湾

10 12 11 韓国

8 9 12 カナダ

13 16 13 ドイツ

12 13 14 香港

22 20 15 イスラエル

14 21 16 ルクセンブルク

16 15 17 アイスランド

17 17 18 オーストラリア

21 19 19 オーストリア

18 14 20 ニュージランド

19 18 21 日本

26 24 22 エストニア

25 28 23 カタール

23 22 24 ベルギー

24 30 25 アラブ首長国連邦

20 23 26 フランス

フィンランド

デンマーク
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ビジネス・イノベーション
環境

政治・規制環境

スキル

値頃感

インフラ及び

デジタルコンテンツ

ビジネスの利用

個人の利用

政府の利用

※ 数字は２０１３年順位

< >内は２０１２年順位

（全１４４カ国中）

２１
<１８>

２６
<２６>

２８
<２７>

９
<８>

19<16>

37<39>

24<22>

92<78>

13<13>

2<3>

27<21>

31<26>

・最新技術の利用可能性 11<15>
・ベンチャーキャピタルの利用可能性42<47>
・ 全体税率 112<106>
・起業に必要な時間 94<89>
・起業に必要な手続の数 88<86>

ＩＣＴ国際競争力指数の構造

・地域競争の激しさ 2<4>
・高等教育入学者数 39<38>
・ビジネススクールの質 80<57>
・先端技術財の政府調達48<32>

・立法機関の実効性 54<30>
・ＩＣＴ関連の法律 42<36>
・司法の独立性 17<18>
・紛争処理に関する法制度の効率性 36<28>
・規制への異議申立てに関する法制度の効率性 48<32>

・知的財産保護 18<22>
・ソフトウェアの不正コピー率 3<1>
・契約執行手続の数 18<18>
・契約執行時間 18<21>

・電力生産 21<21>
・携帯ネットワークのカバー率 28<25>
・インターネット回線容量 56<59>

・教育システムの質 43<36>
・理数系教育の質 27<24>

・政府の将来ビジョンでのＩＣＴの重要性 46<42>
・政府のオンラインサービス 9<13>

・政府によるＩＣＴの推進 68< - > 

・携帯電話契約数 74<79>
・個人インターネット利用率 17<17>
・個人用PCを保有する世帯率 17<14>
・インターネットアクセス世帯率 15<12>

・インターネット利用者数 17<18>
・モバイルブロードバンド利用者数 3 <3>
・仮想社会ネットワークの利用 74<68>

・企業レベルの技術吸収力 4<3>
・イノベーションの能力 1<1>
・PCT国際出願 4<6>

・企業間のインターネット利用 7 < - > 
・企業・顧客間のインターネット利用 7< - > 
・企業の社員教育 5<6>

「環境」

構成指標

「対応力」

構成指標

「利用」

構成指標

「総合」

「影響」

構成指標

経済的影響

8<10>

社会的影響
１７

<１７>

・ＩＣＴが基本サービスの利用に与える影響 42<42>
・学校でのインターネット接続 43<39>

・ＩＣＴ利用と政府の効率性 58<66>
・電子参加指標 11<6>

・安全なインターネットサーバ 21<20>
・デジタルコンテンツへのアクセスの容易性 13<12>

・中等教育入学者数 25<22>
・成人の識字率 15<15>

13<22>

・ＩＣＴが新しい組織モデルに与える影響 50<54>
・知識集約型職業従事者の割合 26<26>

・ＩＣＴが新しいサービスや製品に与える影響 27<28>
・ＩＣＴ ＰＣＴ国際出願 2<4>

・携帯電話料金 136<138>
・ブロードバンド料金 21<14>

・インターネット＆電話の市場競争 1<1>
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 ＩＣＴ産業の市場規模は、全産業の名目国内生産額合計の約1割で、他産業と比較して最大。

 実質ＧＤＰ成長率へのＩＣＴ産業の寄与は、景気変動に関わらず一貫してプラス。
実質ＧＤＰが大幅にマイナスになった平成19年～23年においてもプラスに寄与。

主な産業の市場規模（名目国内生産額）（平成23年） 実質ＧＤＰ成長率に対するＩＣＴ産業の寄与率

【注】ＩＣＴ産業とは、「通信業」、「情報サービス業」、「インターネット附随
サービス業」、「情報通信関連製造業」、「情報通信関連建設業」、
「放送業」、「映像・音声・文字情報制作業」、「情報通信関連サービス業」、
「研究」の８部門からなり、「情報の生産、加工、蓄積、流通、供給を行う業
ならびにこれに必要な素材・機器の提供等を行う関連業」である。

ＩＣＴ産業の経済成長への寄与

情報通信

産業
82.7兆円

9.0%

電気機械

（除情報通信機器）

27.6兆円 3.0%

輸送機械

48.7兆円 5.3%

建設（除電気通信

施設建設）

51.2兆円 5.6%

卸売 59.4兆円
6.5%

小売 37.8兆円
4.1%

運輸 39.4兆円
4.3%

鉄鋼 29.4兆円
3.2%

その他産業

542.6兆円
59.1%

全産業
の名目

市場規模
（平成23年）
918.6兆円
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【出典】 平成２５年版情報通信白書



ＩＣＴの経済成長率・ＴＦＰ成長率への寄与

 日米両国において、情報資本蓄積によるＧＤＰ成長、ＩＣＴ要因によるＴＦＰ成長のいずれの面でも
ＩＣＴはプラスに貢献。（米国の方が寄与度が大きい。）

米

国

日

本

※TFP ： Total Factor Productivity の略。全要素生産性または総要素生産性。経済成長を
論じる手法の一つであり、技術進歩による経済生産増への寄与度としてよく使われる。
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【出典】 平成２５年版情報通信白書



 ＩＣＴ産業の生産活動が我が国の産業全体に及ぼす経済効果は、付加価値誘発額及び
雇用誘発数において全産業最大の規模。

 平成23年における生産活動による付加価値誘発額は87.6兆円、雇用誘発数は771.3万人。

ＩＣＴ産業の経済波及効果

57.0

75.9
83.7

89.4 87.6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

平成7年 12年 17年 22年 23年

情報通信産業計 鉄鋼

電気機械(除情報通信機器) 輸送機械

建設（除電気通信施設建設） 卸売

小売 運輸

（兆円）

付加価値誘発額

主な産業部門の生産活動による経済波及効果の推移

653.6 769.3
730.3

765.5 771.3

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000

平成7年 12年 17年 22年 23年

情報通信産業計 鉄鋼

電気機械(除情報通信機器) 輸送機械

建設（除電気通信施設建設） 卸売

小売 運輸

雇用誘発数

（万人）
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【出典】 平成２５年版情報通信白書



低調な日本のＩＣＴ投資（日米比較）

 日米の情報化投資は依然大きな格差が存在。日本の情報化投資は景気に左右。
 ＩＣＴ投資等による生産性向上の指標となるTFP（全要素生産性）は、各産業で米国が概ね日本を上回る。

実質情報化投資の推移の日米比較

（出典） 総務省「ＩＣＴの経済分析に関する調査」（平成25年）

情報通信機器製造
（電気・光学機器製造）

製造業（除く情報
通信機器製造） 農林水産

商業（卸売・商品取引、
小売・家財品修繕 車両）

（出典） 平成24年版情報通信白書（EU KLEMS Databaseより作成）

TFP上昇：産業別日米比較 （年率、％）

1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

⽶国 100.0 122.5 154.5 192.7 235.6 281.6 276 8 261 8 280.0 306.8 328.7 366.7 403.5 413.7 395.8 419.8 444.1

⽇本 100.0 119.5 135.2 127.1 123.1 131.6 143.1 130 2 145.0 149.6 155.4 173.2 181.6 191.9 174.7 183.1 180.0

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

（2005年価格、1995年＝100として指数化）

情報通信サービス

※ EUKLEMSのデータ制約のため、⽇本は2006年までの数値

日本の情報化投資進展度指数※

運輸・通信業(163.3)

電気機械(142.9)

金融・保険業(117.2)

サービス業(73.9)

卸売・小売業(31.4)
建設業(11.3)

鉱業(4.1)

不動産業(4.1)
繊維(3.7)
農林水産業(0.8)

※一般資本・情報資本の限界生産性格差を推計の上、限界生産性格差の逆数値を算出、指数化し、情報化の進展度合いを見たもの
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国内・海外の主要ＩＣＴ企業の決算動向

 国内、国外とも上位レイヤ、特にプラットフォームレイヤが好調。
 国内通信キャリアは、スマートフォンへの移行によるデータ通信料増加に支えられ増収。
 電機メーカーは、AppleとSamsungの好業績が目立つ一方、国内のメーカーはおおむね厳しい決算状況。
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【出典】 平成２５年版情報通信白書

※１ 海外企業は2012年通期（1-12月)決算で記載。日本企業は2012年度(2012/4～2013/3)決算で記載。ただし決算期が異なるＯｒａｃｌｅは2012/6-2013/5通期決算、R Mは2012/3-2013/2通期決算。
※２ 為替レートを1＄=86.74円、1€=114.45円、1KRW=0.0784円、1台湾ドル＝2.9円（2012/12末レート）にて円換算。
※３ NTT連結はＮＴＴ持株、NTT東西、NTTコム、NTTドコモ、NTTデータ等を含む。
※４ 電機メーカーの数値は各社連結決算数値のため、携帯端末事業以外の事業売上も含む。



我が国の通信インフラの国際比較

 日本は、通信インフラ面において世界最高水準。

 光ファイバ契約割合や固定ブロードバンドの単位速度当たり料金の安さはＯＥＣＤ加盟国中1位。

 超高速ブロードバンドの利用可能世帯割合やLTE(3.9世代携帯)契約数でも世界トップクラス。

＜参考＞
日：68%、米：8%、英：7%、独：0.8%、
韓：63% （2013年6月）

＜参考＞
米(AT&T)：23%、英(BT):15%、独(DT)：25%
（2011年調査時）

【出典】英国通信庁（Ofcom）

＜参考＞
1Mbps当たり料金（2012年9月）
日：$0.04、米：$0.5、英：$0.4、
独：$0.4、韓：$0.22

＜参考＞
米：11,160万、日：3,876万、韓：2,845万
世界全体：20,206万（2013年12月）

【出典】 総務省推計

契約割合 (固定ブロードバンド中）

 OECD加盟国中 １位  OECD加盟国中 最安値

【出典】OECD 【出典】OECD

利用可能世帯

 99% （2013年3月末）
 2位(米国に次ぐ)

光ファイバ 単位速度当たり料金

超高速ブロードバンド LTE(第3.9世代携帯)契約数

（固定ブロードバンド）
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［出典：総務省］



イノベーションに関する国際競争力の低下

 世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）によるイノベーションに関する国際競争力ランキング（Global Innovation 
Index）において、我が国の順位は年々低下しており、2012年は25位まで下落。

 我が国のＩＣＴ企業(製造業)は、世界の主要なＩＣＴ企業(製造業)と比較して、売上高は十分な規模を
保っているが、収益率が大きく見劣りしている。

 収益率が大きい企業は、破壊的イノベーションにより新事業を創出しているところが多い。

イノベーションに関する
国際競争力ランキング（ＷＩＰＯ）の推移

日本の製造業（エレクトロニクス・ＩＣＴ）の売上高・利益率

【出典】 産業競争力会議（第2回）山本大臣提出資料

0

10
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40

(順位)

【出典：三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ＩＴ産業の社会インフラ分野への国際展開調査」、
各社決算情報から経済産業省作成 】
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革新領域への投資とイノベーション創出

 我が国では革新領域への投資が低迷しており、新たな産業の創出につながっていない。

 米国は、新規領域のうち革新領域が半分以上を占めるが、我が国の革新領域は1割程度。

革新的成果の日米比較

出典：総務省情報通信審議会情報通信政策部会イノベーション創出委員会中間取りまとめ（「日本企業のイノベーション実態調査～「成長企業」の創出に向けて～」（2013年1月）
デロイトトーマツコンサルティング株式会社、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社）
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日米における起業意識の違い

 日本は海外に比べ、起業を恐れる雰囲気が強い。

 人口に占める起業家割合は、米国が8～10％で推移しているのに比べ、日本は3～4％前後と低い。

 失敗を恐れて起業を躊躇する者の割合も、2012年には日本は53％と過半数に達しており、
32％の米国に比べ、2割以上多い。
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人口に占める起業家割合※１ 失敗を恐れて起業を躊躇する者の割合※２

※１ 18歳から64歳までの人口に占める起業準備中および企業後3年以内の者の率。
※２ 18歳から64歳までの人口に占める失敗を恐れ起業を躊躇する者の率。

20

【出典】 平成２５年版情報通信白書
Global Entrepreneurship Monitor



３．ＩＣＴ国際展開の現状
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2014年5月現在
総務省作成

世界の地上デジタルテレビ放送方式

日本
(2003年12月開始)

ペルー
（2009年4月方式決定）
（2010年3月放送開始）

コスタリカ
（2010年5月方式決定）
（2014年5月放送開始）

チリ
（2009年9月方式決定）
（2012年3月試験放送開始）

ブラジル
（2006年6月方式決定）
（2007年12月放送開始）

エクアドル
（2010年3月方式決定）
（2010年3月試験放送開始）

ベネズエラ
（2009年10月方式決定）
（2011年6月放送開始）

アルゼンチン
（2009年8月方式決定）
（2010年4月放送開始）

ボリビア
（2010年7月方式決定）
（2011年9月放送開始）

パラグアイ
（2010年6月方式決定）
（2011年8月放送開始）

ウルグアイ
（2010年12月方式決定）
（2012年7月試験放送開始）

モルディブ
（2011年10月国営放送方式決定）
（2014年4月国としての方式決定）

ボツワナ
（2013年2月方式決定）
（2013年7月本放送開始）

グアテマラ
（2013年5月方式決定）

スリランカ
（2014年5月方式決定）

日本方式（ISDB‐T）

米国方式（ATSC）

欧州方式（DVB‐T/T2）

中国方式（DTMB）

17カ国（日本含む）

ホンジュラス
（2013年9月方式決定）

72カ国

4カ国

2カ国

フィリピン
（2010年6月方式決定）

（2013年11月方式再表明※）
※ 方式決定後に就任したアキノ大統領に
よる前政権末期の政策レビューを行った結果
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地デジ海外展開の経済効果

高い投資効果（ブラジルでの日本企業売上）

※１ ディスプレイサーチ、ユーロモニター、伯
電気通信事業者協会調べより推計

※２ コーポレートディレクション調べ
※３ 総務省調べ
※４ ディスプレイサーチ調べ
※５ 総務省、JICA予算、メーカ等投資累計

中南米 欧 州 北 米 全世界％ ％ ％ ％
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約4500億円の増加

0
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2007 08 09 10 11
0

20

40

60

80

100

2007 08 09 10 11

3.5％増 9.3％減 8.7％減 10.9％減

32％
28.5％

市場シェア獲得に大きく貢献（薄型テレビの例）

日本方式の普及する中南米のみ日本企業の市場シェアが拡大
※４

投資効果

倍

潜在的な売上

9,700億円
※２

潜在的な売上

950億円※２

地デジ累計

110億円※２

地デジ累計

4,600億円※１

官民約78億円の投入コスト※５

【薄型テレビ】 【送信機】

20
億
円
※３

（億円）

地デジ後ｱﾅﾛｸﾞ 地デジ後ｱﾅﾛｸﾞ
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地デジ日本方式
の国際展開

（2006）
日本方式
採用1カ国
1.2億人

＜関連市場への進出＞

送信システム
（2020年迄に南米で累計1兆円）

放送コンテンツ
（番組、遠隔教育、データ放送）

ソリューション
（防災、気象、教育、交通等）

（2014）
日本方式

採用17カ国
6.3億人

ブラジル、スリランカ、フィリピンと
幅広いＩＣＴ分野での包括的な
協力に合意

地デジを尖兵としてＩＣＴ分野全体へ

【技術の強み】

ワンセグ
緊急警報放送

データ放送

成功モデル 今後の展開

ＩＣＴ分野全体
への拡大

【国のサポート】

技術支援パッケージ
（専門家派遣・研修）

＋ 国家の安定と発展

 格差是正
 貧困撲滅
 国土管理

地デジで培った
協力関係を拡大

日
本
を
立
て
直
し
、
世
界
に
貢
献

「戦略的なＯＤＡの活用」と「積極的なトップセールス」

社会的課題の解決×ＩＣＴ
 教育×ＩＣＴ⇒ 遠隔教育
 道路×ＩＣＴ⇒ ＩＴＳ
 農業×ＩＣＴ ⇒ トレーサビリティ
 Ｇ空間×ＩＣＴ ⇒防災ＩＣＴシステム
 労働×ＩＣＴ⇒ テレワーク
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● インドネシア
防災ＩＣＴシステム について、協力合意
（H25. 4.28-5.1 ｼﾞｬｶﾙﾀ： 通信情報大臣、国民福祉調整大臣等）

包括的なＩＣＴ分野 について、協力合意
（H25. 9.12 東京： 通信情報大臣）

● ミャンマー
ＩＣＴインフラ、 防災ＩＣＴ、郵便システム 協力に関する
実務的協議の場の設置について、合意
（H25. 5.20-23 東京： 通信・情報技術大臣）

郵便システム 実務的協議の加速について、合意
（H25. 9.12 東京：通信・情報技術大臣）

郵便システム 技術協力開始に向けてほぼ合意
（H26. 1.9 ﾈｰﾋﾟｰﾄﾞｰ：大統領、通信・情報技術大臣等）

郵便システム 郵便分野における協力に関する覚書を締結
（H26. 4.21 東京：通信・情報技術副大臣）

● モルディブ
地デジ日本方式 採用（H26年4月）
（防災、教育、医療）
（H26.4.15,16 東京：大統領、 H26.1.13マニラ：運輸通信大臣、

H25.6.29-7.3マレ：大統領、 運輸通信大臣、外務大臣等）

● ボツワナ
地デジ日伯方式 決定(H25年2月）・覚書締結
（H25.7.17 東京：公共政策担当大臣）

ＩＣＴシステム協力の意見交換
（防災、国土管理、教育、医療）
（H26.1.16ハボロネ､ H25.11.26東京：運輸通信大臣）

（H26.1.15ハボロネ：公共政策担当大臣）

● ブラジル
地デジ日伯方式 世界展開連携強化合意、
ＩＣＴシステム協力 覚書締結
（4K/8K、防災、国土管理、農業、教育、医療）
（H25.7.23-26 ブラジリア： 通信大臣）

● スリランカ
地デジ日本方式 採用（H26年5月）
ＩＣＴシステム協力 検討開始に大筋合意
郵便システム のアピール
（ H26.3.19 東京：マスメディア情報大臣、

H25.7.28-29 コロンボ： 大統領、マスメディア情報大臣等）

● フィリピン
地デジ日本方式 採用再表明（H25年11月）
（H25.9.12東京：科学技術大臣(強い働きかけ））

ＩＣＴシステム協力 共同声明署名
防災ＩＣＴシステムについて、協力合意
（H26.1.13マニラ：官房長官、大統領府長官、広報大臣、

科学技術大臣）

● ラオス
包括的なＩＣＴ分野 での協力に関する実務的協
議を行うことで合意
（H25. 9.12 東京： 郵便・電気通信大臣）

● ベトナム
ＩＣＴ協力に関する包括的な覚書更新
（防災、環境、郵便システム）

（H25.9.15-17 ハノイ： 情報通信大臣）
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2013年5月、マッキンゼー・グローバル研究所（McKinsey 
Global Institute）は、「破壊的技術：生活、ビジネス、国際経済
を変える進化（Disruptive technologies: Advances that will 
transform life, business, and the global economy）」と題したレ
ポートを公開

既に実用化済み・もしくは2025年時点で実現可能であると思
われる技術について、その経済的潜在力（economic
potential）を評価

テクノロジーの条件

・急速に進歩する価格と性能などの変化の速さが、類似技術
に比べて突出していること
・多くの業界や企業 に対して、または広範囲の製品やサービ
スに対して影響を及ぼす潜在力を持つこと
・「既存権益」を破壊して、国家のGDP（国内総生産）を増やす
か、 あるいは既存の資産に対する投資が無効になるほどの
顕著な経済価値を生み出すテクノロジーでなければならない

・人々の生活や仕事を変え、新たな機会を創出し、余剰をビ
ジネスに回し、成長を促し、国家に強みを与えること

学術論文、ビジネス・テクノロジーにまつわる記事、ベン
チャーキャピタルポートフォリオの分析、専門家からのヒアリ
ングなどから100以上の候補技術を抽出。上記の４条件で評
価し、12の破壊的なテクノロジーを特定。

技術

モバイルインターネット

知識労働の自動化

モノのインターネット

クラウドテクノロジー

高度なロボット工学

自動運転及び半自動運転の自動車

次世代ゲノム

エネルギーの備蓄

３Ｄプリンター

先端材料

石油とガスの先進的な探索と回収

再生可能エネルギー

ＩＣＴ関連１２の破壊的技術

出典：米マッキンゼー社レポート「McKinsey Global Institute “Disruptive technologies：Advances that will transform life, business, and the global economy ”（2013）」より総務省作成
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※当該推定値は、広範囲にわたるものではなく、潜在的
な直接的影響を含む

※当該推定値は、市場規模やGDPを表すものではない

※当該推定値は、広範囲にわたるものではなく、これら
技術分類の規模は「ランキング」とは見なされない

※企業や消費者における余剰分の分割部分や移動部分
は測れない

※そのような移動部分は、将来的な競争原理やビジネス
モデルに依存する

※当該推定値は、複数の技術にまたがるアプリケーショ
ンによる直接的な追加はない

※当該推定値は、リスクや可能性といったものには馴染
まない

最
小

最
大

他のアプリケーショ
ンからの影響
（定量化できない）

ＩＣＴ関連

 12の破壊的技術の持つ経済への潜在的影響は大きく、特にモバイルインターネットでは、年間最大１０兆ドル
以上の経済への影響が期待されている。

出典：米マッキンゼー社レポート「McKinsey Global Institute “Disruptive technologies：Advances that will transform life, business, and the global economy ”（2013）」より総務省作成



我が国ＩＣＴ産業の国際展開のポテンシャル推計

 ＩＣＴ分野における我が国の主要事業者がグローバル展開を本格的に行った場合、潜在的には、現状（2012
年）の約５倍に相当する17.5兆円規模の海外売上高が期待されている。

グローバル展開 効果推計

【出典】 平成２５年版情報通信白書
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 2,000,000

 2,500,000
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 3,500,000
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ガートナー社資料より作成

（単位：百万ドル）

2011～2016年
平均成長率

5.4％

7.2％

2.5％

アジア・太平洋

全世界

日本

世界のＩＣＴ投資規模（予測） 29



グローバルＩＣＴ市場の市場予測

 ユーザーの支出から見たグローバルＩＣＴ市場の市場規模は、今後年平均3.9％の成長が見込まれる。

 中でも通信産業の割合は全体で1.7兆ドル弱と最も多くを占めており、特にデータ移動通信や
携帯電話では8～12％前後の高い成長が見込まれる。

 法人向けであるＩＴサービスは8,780億ドル規模と、ＩＣＴ市場の中で大きなウェイトを占めている。

【出典】 平成２５年版情報通信白書

グローバルＩＣＴ市場の市場規模予測 セグメント別の市場規模と成長率

高い成長率

法人向けである
ＩＴサービス
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グローバルＩＣＴ市場の各レイヤにおける成長性分析

 通信レイヤ、上位レイヤの成長ポテンシャルの増大が顕著。

 通信業、情報サービス業が成長を牽引しており、近年ではインターネット附随サービス業も伸びている。

 各レイヤにおける成長性分析でも、ＩＴサービス等の上位レイヤは成長性・収益性ともに高い傾向にあるが、
通信機器等下位レイヤは収益の成長率がマイナスになっている。

ＩＣＴ産業における実質国内生産額と
実質ＧＤＰの変化（1995年～2011年）

各レイヤにおける売上規模と収益性の変化

31

【注】インターネット附随サービス業には、サイト運営、映像音楽配信、サーバ管理、
ポータルサイト（オークションサイト運営、ウェブ検索サービス、インターネット
ショッピング等）が含まれる。ヤフー(株)、楽天(株)、(株)ドワンゴ等が代表的企

業。

※インターネット附随サービス業については、2005年以降の数値

【出典】 平成２５年版情報通信白書
ＯＥＣＤ（ＩＣＴ分野上位250社の実績）より作成【出典】 平成２５年版情報通信白書



通信キャリア

ＩＣＴサービス

（2012年）

機器ベンダー

海外展開国数・海外売上比率が増加するほど、
売上高も拡大傾向。

海外企業が存在感。
海外売上比率・営業収益率も高い。

(⽶国)

(中国)

(⽶国)

(スウェーデン)

海外展開比率の高い米国企業は営業利益率大。

32ＩＣＴ産業におけるグローバル展開の現状

【出典】 平成２５年版情報通信白書



世界の携帯電話人口（所得水準別） 世界のインターネット人口（所得水準別）

（出典）平成２４年版情報通信⽩書を元に作成
（ITU “World Telecommunication/ICT Indicators Database 2011(15th Edition)”により作成）

499 
860  1,171 221 

1,325 

4,186 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000年 2005年 2010年

高所得国 中・低所得国※

313 
614 

787 75 

396 

1,240 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000年 2005年 2010年

高所得国 中・低所得国※

携帯電話人口（百万人） インターネット人口（百万人）

中・低所得国※

約80％

約20％
高所得国 約40％

高所得国

※中・低所得国には、低所得国、低位中所得国、上位中所得国を含む。

約60％

約80％約40％
約70％

約40％

約20％

約60％

約30％
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約60％
中・低所得国※



ＩＣＴ技術者の派遣によるＩＣＴサービス提供

海外拠点を通じたＩＣＴサービス提供

パッケージソフトウェア等の販売

ネットワーク経由でのリモート保守サービス等

SaaSやASPなどアプリケーションサービス

PaaSやlaaSなどのインフラサービス

ＩＣＴ技術者の派遣によるＩＣＴサービス提供

海外拠点を通じたＩＣＴサービス提供

パッケージソフトウェア等の販売

ネットワーク経由でのリモート保守サービス等

SaaSやASPなどアプリケーションサービス

PaaSやlaaSなどのインフラサービス

上記のいずれも海外には提供していない

無回答

34

 ＩＣＴの提供企業（以下、ＩＣＴ企業(※)）へのアンケート調査において、海外へのＩＣＴサービスとして「ＩＣＴ技術者の

派遣によるＩＣＴサービスの提供」、「海外拠点を通じたＩＣＴサービスの提供」、「パッケージソフトウェア等の販売」

等の実績がある企業は全体の１割未満である。

 従業員規模別にみると、ＩＣＴ企業の海外展開実績は従業員規模の大きい企業が中心となっている。

ＩＣＴ企業の海外展開実績

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）

※ＩＣＴ企業とは、ＩＴ関連業界団体（JEITA、JISA、CSAJ、JUAS）の会員企業＋東京商工リサーチ社データベース登録企業等のこと。

従業員規模別 の海外展開実績

ＩＣＴ企業の海外展開実績 ＩＣＴ企業の海外展開実績（従業員規模別）



グローバルＩＣＴ市場の地域別分布と成長率

 ソフトウェア、ＩＴサービス等の上位レイヤは欧米に、通信、デバイス等の下位レイヤは新興国に
市場がある。

 デバイス等の下位レイヤでは日本はマイナス成長の予測だが、新興国地域では今後も高い成長が
見込まれている。
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通信
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下位レイヤーは
新興国地域では今後も成長

先進国では
上位レイヤーが拡大

各レイヤの市場規模の地域別分布（2012年） 各レイヤの市場規模の成長性（2012→2017年）

【出典】 平成２５年版情報通信白書
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 ＩＣＴ企業へのアンケート調査において、 ＩＣＴサービスの提供地域としては、従業員規模に関わらず、

アジアが中心となっている。

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）

海外へのＩＣＴサービスの提供地域
(海外でＩＣＴサービスを提供している企業が対象)

アジア

米州

欧州

その他

無回答



海外進出におけるＡＳＥＡＮ地域の選定理由

 我が国ＩＣＴ企業が海外展開先としてＡＳＥＡＮ諸国を選択する理由は国によって異なる。

 タイは日本のプレゼンスがある点、インドネシアは市場規模や成長性、ベトナムは人件費の安さや
市場の成長性が評価されている。
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【出典】 平成２５年版情報通信白書



日本企業における海外現地法人の設立状況

 ＩＣＴ産業の現地法人数は、我が国産業全体の現地法人数の3.5％にとどまる（2011年）が、
伸び率は電気・ガス・小売業に次いで伸びている。

 ＩＣＴ産業の現地法人はアジアに多く、次いで北米に多く設立されている。

【出典】 平成２５年版情報通信白書
東洋経済「海外進出企業総覧2012」

2002年 2011年

現地法人数の産業分布 各産業の現地法人設立地域（2011年）

2.9％
3.5％
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北米 南米 ヨーロッパ アジア オセアニア

中近東 アフリカ



日本企業における海外現地法人数の変化

 ＩＣＴ産業の海外現地法人数は年々増加しており、その伸び率は小売業に次いで大きい。

 日本国内の海外進出企業3,865社に対するアンケートによると、今後5年程度の見通しにおいて、
国内事業よりも海外事業を拡大予定の企業が多い。

58.1

32.6

35.1

61.1

6.8

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

海外事業
(n=246)

国内事業
(n=239)

拡大予定 現状維持 縮小

【出典】 平成２５年版情報通信白書
東洋経済「海外進出企業総覧2012」

ＩＣＴと関連が高い産業の現地法人数の伸び率 日本国内の海外進出企業の今後5年程度の見通し

Ｉ
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Ｔ
と
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連
が
高
い
産
業
の
現
地
法
人
数
の
伸
び
率
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【出典】 平成２５年版情報通信白書



40

 ＩＣＴ企業へのアンケート調査において、海外展開実績があるＩＣＴ企業は今後も海外展開を拡大したい意向を有し

ている一方で、現在海外展開実績がない企業の約６割は海外展開の意向を有しておらず、二極化されている。

 従業員規模が大きいＩＣＴ企業ほど海外展開への積極的姿勢がうかがえる。

【従業員数】 【従業員数】

ＩＣＴ企業の海外展開意向 ＩＣＴ企業の海外展開意向

海外展開実績があるＩＣＴ企業 海外展開実績がないＩＣＴ企業

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）



ＩＣＴ産業におけるグローバル展開モデル

 主なグローバル展開の推進主体、対象顧客セグメント、ＩＣＴ利用産業との関係、ＩＣＴ産業レイヤーにおいて
主軸としている事業の4つの観点から、ＩＣＴ産業におけるグローバル展開モデルを整理。
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Singtel MTN
Vodafone Telefonica
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AT&T
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NTTデータ
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Facebook GREE DeNA
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Google
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Apple

Samsung

グローバル展開

川上展開

川下展開

ＩＣＴサービス
展開

インフラ
輸出展開

展開モデルの区分

NEC 富士通

ナショナルセキュリティに係る
産業であるため、展開国政府
との関係性が重要になる。

歴史的な繫がり、文化的・言語
的な同質性が求められる。
（外資規制、認可制度等存在）

NHN

Cisco

プラットフォーム
展開

機器ベンダー展開

通信事業者展開
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ＩＣＴサービスレイヤのグローバル展開

 ＩＣＴサービスの世界市場は、年平均5.2％の成長率で拡大する見込み。

 北米、日本、アジア・太平洋の3地域でＩＴサービス、ソフトウェア、データセンターともに市場規模6割を超える。

 今後の市場成長性においても、アジア・太平洋、北米は高い成長が続くと見込まれている。

ＩＣＴサービス市場規模の推移

市場規模の地域別比較（2012年） 地域別市場成長率（2017／2012年）

【出典】 平成２５年版情報通信白書

ＩＣＴサービスレイヤ 42



ＩＣＴサービスレイヤの企業動向

 ほとんどの企業は、本拠地や隣接の経済圏・同一言語圏を主な市場としており、本格的なグローバル化は
世界的にもまだ進展していない。

 参入企業の売上高成長率は総じてアジア企業が高く、アジア企業のグローバル市場への進出が顕著。

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

米国企業 欧州企業 日本企業 アジア企業

3,634億ドル

1,837億ドル

2,572億ドル

367億ドル

360億ドル

中国、インド、マレーシ
ア、
タイ、インドネシア

日本、韓国、豪州、
ニュージーランド、
シンガポール

各地域市場におけるシェア（売上高ベース） 売上高年成長率（2012年対2011年）

※金額は2012年市場規模

【出典】 平成２５年版情報通信白書
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ＩＣＴサービス市場における主要各社の成長性

 ソフトウェア企業のOracle、SAP、SI事業者のIBMの3社は、売上・収益双方の面で成長率が高く、
海外売上比率も高い。

 一方日本企業は、国内需要中心で、営業利益率も相対的に低い。

※日立は情報・通信部門売上。
※ＫＤＤＩ、Verizonはグローバルサービス売上。

※日立は情報・通信部門売上。
※ＫＤＤＩ、Verizonはグローバルサービス売上。

主要企業の業績成長率と海外売上比率

ＩＣＴサービスレイヤ 44

【出典】 平成２５年版情報通信白書



データセンター市場の動向

 アジア・太平洋、北米、南米などの環太平洋地域で高い成長性が見込まれている。

 特にアジア・太平洋地域は、自国の雇用対策の観点からデータセンター誘致を積極的に進めている。

【出典】 平成２５年版情報通信白書

各地域のデータセンター市場の成長性

ＩＣＴサービスレイヤ 45

年平均成長率: 3.2%

東欧・中欧

年平均成長率: 1.2%
日本
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年平均成長率: 4.1%
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年平均成長率（2012年→2017年予想）
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データセンターの規模別市場予測

 今後高成長が見込まれるアジア・太平洋地域は、大規模データセンターの成長率が11.7％と顕著に高い。

 世界的に見ても大規模データセンターの成長率は高く、今後大規模化する傾向にある。

【出典】 平成２５年版情報通信白書

各地域のデータセンター市場の規模別成長性（2017年／2012年比）

アジア・太平洋地域
を中心に大規模化

が進むと予測

ＩＣＴサービスレイヤ 46



インフラ輸出におけるグローバル展開

 世界のインフラ市場は拡大傾向にあり、世界上位225社の売上高は1.2兆ドルを超える（2011年）。

 世界の売上高のうち海外受注額は全体の約4割の4,530億ドルに達し、グローバル化が進展。

 地域別の海外受注額において、我が国は近隣のアジア圏でも10％前後と低い水準にとどまっている。

【出典】 平成２５年版情報通信白書

ラにおける海外受注額の地域別内訳 （億ドル：2011年）

世界上位２２５の建設事業等の請負業者の売上高推移

＜海外受注額＞

全体の約４割
（4,530億ドル）

インフラ輸出 47



通信レイヤのグローバル展開

 世界の通信市場規模は、2017年までに2.1％成長する予想。

 地域別内訳において、我が国の市場規模は8～10％であるが、北米、アジア・太平洋地域は
15～27％と大きい。

 移動体通信市場の年平均成長率も成熟市場である我が国は２％の低い水準であるが、
北米、アジア・太平洋地域は高い成長が見込まれている。

通信業界の市場規模予測

【出典】 平成２５年版情報通信白書

通信レイヤ 48



通信事業者のグローバル展開状況

 通信事業者は、成長率が-1.5%の西欧地域から成長が見込める南米・中東・アフリカ地域へ展開。

 メキシコのAmerica Movilは南米へ、4.8％と高い成長性が期待されているアジア・太平洋地域では
シンガポールのSingTelが展開範囲を広げている。

通信事業者のグローバル展開状況と市場成長性

西欧

年平均成長率:-1.5%

年平均成長率:1.2%

年平均成長率:3.3%
南米

東欧・中欧
3,205億 2,972億

914億 971億

2,076億 2,439億

中東・アフリカ

年平均成長率:2.1%
1,816億 2,016億

年平均成長率:2.0%
北米

4,155億 4,597億

年平均成長率:1.8%

アジア・太平洋(日本除く)

年平均成長率:4.8%

日本

3,434
4,339億

1,497億 1,639億

America Movil

Telefonica

Vodafone ドイツテレコム

フランステレコム

SingTel

単位：億ドル
年平均成長率（2012年→2017年予想）

【出典】 平成２５年版情報通信白書
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通信機器レイヤのグローバル展開

 通信機器レイヤーでも、北米、アジア・太平洋が成長見通し。Ericsson・ Huawei ・Ｃisco
それぞれ特徴をもちつつ存在感。

 我が国においては各社の強みを生かしたマネージドサービス、上位レイヤーへの進出、インフラ輸出への
グローバル展開が有望。

通信機器市場においても、北米、アジア・太平洋が重要。

グローバル市場では、
Ericsson、Huawei、
Ciscoが突出。

＊市場規模(左)：2012年
市場の年平均成⻑率(右)：2012年→2017年

通信機器市場規模の地域内訳予測（移動系） 主要機器ベンダーの営業収益・海外売上比率

海外売上⽐率（2012年）

通信機器レイヤ 50

【出典】 平成２５年版情報通信白書



世界の通信機器企業の市場シェア

 移動系ではEricsson、固定系ではCisco、移動・固定系双方でHuaweiが高いシェアを有している。

 地域別ではEricsson が新興国・先進国で高いシェアを有し、 Huawei は新興国中心にシェアを
伸ばしている。日本国内においては日本企業の存在感が大きい。

移
動
系
・
固
定
系
シ
ェ
ア

地
域
別
シ
ェ
ア

企業の移動系・固定系シェア（2012年） インフラ機器市場全体における企業別シェアの推移（2012年）

移動体インフラ市場シェア（2012年） ルータ・スイッチ市場シェア（2012年）

【出典】 平成２５年版情報通信白書
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世界市場における日本企業のＩＣＴ端末・機器のシェア推移①

 携帯電話、携帯電話用液晶パネルともに、世界市場における日本企業の端末・機器シェアは縮小している。

通信機器レイヤ 52

【出典】ディスプレイサーチ資料から総務省作成

【出典】各社公表資料及びガートナー資料から総務省作成



世界市場における日本企業のＩＣＴ端末・機器のシェア推移②

 ノートＰＣ、液晶テレビにおいても、世界市場における日本企業の端末・機器シェアは縮小している。

通信機器レイヤ 53

【出典】ディスプレイサーチ資料から総務省作成

【出典】ガートナー資料から総務省作成



通信機器レイヤにおける技術革新

 通信機器レイヤは、技術の進歩が早いＩＣＴ産業の中でも、ソフトウェア・セミコンダクタ分野に次いで
研究開発費への投資が大きい。

 各社の研究開発費を比較すると、 Huawei ・ZTE等の中国企業が積極的に研究開発費を投じている。
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【出典】 平成２５年版情報通信白書
ＥＵ委員会ＪＲＣ ”EU Industrial R&D Investment Score board”

世界上位250社における研究開発費対売上高比 主要ＩＣＴ企業の研究開発費

中国企業が積極的

研究開発費が
多く投じられている
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【出典】 平成２５年版情報通信白書



世界各国の映像産業規模と市場構成比

 映像産業の市場規模は、米国で1,812億ドル、日本で336億ドル。

 日本を含む多くの国で、放送およびサブスクリプション※が7割前後を占め、放送分野が映像産業の
中核を担っている。

映
像
産
業
規
模
（
百
万
米
ド
ル
）

市
場
構
成
比
（
％
）

※サブスクリプション：視聴者が月額料金を支払う形式の放送。主にケーブルテレビ等が該当する。

放送産業 55

【出典】 平成２５年版情報通信白書



世界各国の放送産業の成長率

 中国・ベトナム・タイ・インドネシア等のアジア・ＡＳＥＡＮ新興国における映像産業の成長率は、日米を含む
先進国に比べて高い。

 アジア・ＡＳＥＡＮ新興国では、広告産業の年平均成長率も10～15％前後と高い傾向にある。

映像産業の成長率および一人当たりＧＤＰの比較 放送（広告）産業の成長率と一人当たりＧＤＰの比較

平均成長率
10～15％前後

と高い

成長率が先進国よりも高い
→市場拡大の可能性大

放送産業 56

【出典】 平成２５年版情報通信白書



４Ｋテレビの市場規模とグローバル展開

 2013年の４Ｋテレビの世界売上高は約17億ドル程度だが、2016年には約88億ドルまで成長し、
年平均成長率74％の急速な拡大が期待される。

 台数ベースでも、年平均成長率143％の急速な拡大が見込まれる。

【出典】 NDP DisplaySearch による推計（2013/1/29）

４Ｋ／８Ｋの画面サイズと実用化状況 世界の４Ｋテレビ売上・台数予測

４Ｋ／８Ｋ化が想定される分野と市場規模の例

【出典】 総務省「有料放送の高画質化・高度化等に関する調査研究」（平成25年）

【出典】 総務省「放送サービスの高度化に関する検討会」
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急速な拡大が期待



スマートフォンゲームアプリ市場の現状と課題①

 スマートフォンアプリ市場(Android/iOS)は急拡大中(2013年は対前年比2.3倍の約160億ドル)。

 中でも日本市場の成長は際立っている。2012年10月に米国の約6割だった日本のスマートフォンアプリ市場
(Android/iOS)は、2013年10月に約3.3倍に成長。米国市場を越え世界最大(左図)。

 スマートフォンゲームアプリ市場でも、2013年の対前年比の日本市場の成長率は328%(市場は約4.3倍に
拡大)であり、世界市場や米国市場の成長率を上回っている(右図)。

韓国市場の成長率も大きいが、市場規模は2013年10月の比較で日本市場の約1/3

出典: App Annie
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平成25年度 総務省情報通信政策研究所「ICT新興分野の国際展開と展望に関する調査研究報告書」

スマートフォンゲームアプリ市場の成長率スマートフォンアプリ市場(Android/iOS)の規模

ゲーム産業



スマートフォンゲームアプリ市場の現状と課題②

 国内外のスマートフォンゲームアプリ市場における日本企
業の活躍も顕著。

 スマートフォンゲームアプリの世界市場における売り上げ
上位10社には、日本企業4社※がランクイン。日本市
場、米国市場でも、それぞれ10社(10社全て)、2社が
登場(2013年)。

※ガンホー、LINE、GREE、DeNAの4社。さらにソフトバンク系の
フィンランド企業Supercellもランクイン。

出典: App Annie
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各国のスマートフォンゲームアプリ売上上位10社

 日本のスマートフォンゲームアプリ企業が、さらに国際競争力を高めるために重要な点

【商品開発】 ①国・地域の嗜好をより尊重した商品開発

②スマートフォン・タブレットユーザーが対象の「ミッドコアゲーム」の開発強化

ミッドコアゲームユーザーは、リアルな画像と複雑なゲーム性を求めるコアゲームユーザーと、デフォルメされた親しみやすい
キャラクターの登場するソーシャルゲームを好むライトユーザーの中間

【販売・サポート】 ①顧客分析、マーケティング等の充実強化。一例として、他の競争力のあるゲーム(他社含む)とのキャラク
ターの相互乗り入れ等の共同のプロモーションの実施

②24時間対応等の手厚いサポートを維持しつつ、海外拠点を強化する等、サポート体制の充実

 政府への要望(企業インタビュー等の結果)

知的財産対策強化、ゲーム産業への正当な評価※ 等

※スマートフォンゲームを新成長産業として高く評価し、各種優遇措置とともに誘致に熱心な海外政府がある。

平成25年度 総務省情報通信政策研究所「ICT新興分野の国際展開と展望に関する調査研究報告書」

ゲーム産業



４．ＩＣＴ人材育成・活用の現状

60



国内市場の開拓の方が優先度が高い

海外展開が可能な製品・サービスがない

海外展開を担当できる人材が不足している

自社にとってリスクが大きすぎる

海外展開の具体的な方法が分からない

海外展開のための資金が不足している

その他

無回答
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 海外展開の実績を持たないＩＣＴ企業が海外展開を行わない理由として、従業員規模の小さいＩＣＴ企業では「国

内市場の開拓の方が優先度が高い」「海外展開が可能なサービスがない」等の割合が高く、従業員規模の大き

いＩＣＴ企業では「海外展開を担当できる人材が不足している」の割合が突出している。

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）

現在海外展開していないＩＣＴ企業の海外展開を実施しない理由と課題
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 ＩＣＴ企業におけるＩＣＴ人材の「量」に対する過不足感は、「大幅に不足している」と「やや不足している」の合計が

７割以上を占め、量的不足感は年々増加している。

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）

ＩＣＴ人材の「量」に対する過不足感（過去５年間の変化）
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 ＩＣＴ人材確保の方法として、ＩＣＴ企業全体では約６割が「新卒採用」を重視する傾向にある。

 従業員規模で比較すると、従業員規模の大きい企業ほど「新卒採用」を重視するが、従業員規模の小さい企業

では即戦力となる「中途採用」を重視している。

全体

従業員規模別比較

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）

現在最も重視している人材確保の方法

現在最も重視している人材確保の方法
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 グローバル化に対応するＩＣＴ人材（以下、グローバルＩＣＴ人材）に求められる能力として、海外展開実績があるＩ

ＣＴ企業と海外展開実績がないＩＣＴ企業共に「語学力」、「積極性・チャレンジ精神」、「マネジメント能力」が共通

的に求められる。

 海外展開実績がないＩＣＴ企業では「交渉力・説得力」が「語学力」に次いで求められる能力となっている。

グローバルＩＣＴ人材に求められる能力
（海外展開実績ありのＩＣＴ企業／なしのＩＣＴ企業との比較）

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）
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 グローバルＩＣＴ人材の確保状況に関して、ＩＣＴ企業は従業員規模が大きい企業では、「大幅に不足している」

「やや不足している」を合わせると約８割を占め、不足感が強い。

 従業員規模が小さいＩＣＴ企業では「自社にとってはあまり必要ない」という回答も約４～５割を占め、グローバル

ＩＣＴ人材の需要は従業員規模に応じて、二極化されている。

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）

ＩＣＴ企業におけるグローバルＩＣＴ人材確保の状況
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【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）

 グローバルＩＣＴ人材育成における課題としては、海外展開実績ありのＩＣＴ企業および海外展開実績なしの企

業が共に「適正のある人材が少ない」「海外関連業務を志向する人材が少ない」等グローバル人材の不足を

課題として挙げている。

グローバルＩＣＴ人材育成における課題
（海外展開実績ありのＩＣＴ企業／なしのＩＣＴ企業との比較）
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 ＩＣＴのユーザーとなる企業（以下、ユーザー企業）の海外拠点におけるＩＣＴ人材の構成として、従業員規模の小

さい約７割の企業では、100%現地で採用された人材のみで構成されている。従業員規模の大きい企業でも約

４割の企業において同様となっている。

 外国籍のＩＣＴ人材の採用について、「現在よりも増やしたい」の回答が４割を占め、積極的姿勢がうかがえる。

【出典】ＩＴ人材白書2013（IPA）

※ユーザ－企業とは、東証１部、東証２部、マザーズ、ジャスダックなどの上場企業のうち、ＩＣＴ企業を除く企業のこと。

ユーザー企業における現地採用される人材の割合

ユーザー企業における外国籍のＩＣＴ人材の採用意向
（海外展開しているユーザ企業が対象）
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 日本の大学卒業生に占める理系学生の割合、20%前半で推移し、世界各国と比較して低い水準にある。

 理系の大学卒業生数については、世界では増加傾向にある中で、日本は年々緩やかに下降している。

【出典】イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方 中間答申



米国におけるプログラミング教育の推進

「Hour of Code」における取組

●2013年1月、米国でのコンピュータ科学関連人材育成
の必要性を訴える非営利団体「Code.org」が設立。

●Code.orgは、コンピュータプログラミングを物理学、

化学等と同様の必修科目にするべきだと主張。

●2013年12月、Code.orgは「Hour of Code」という全国

キャンペーンをスタート。米国中の先生に初歩のコン

ピュータサイエンスの授業を１時間行ってもらおうと
するもの。

●Hour of Codeの参加者数は3,000万を超え、書かれた

コード行数は13億4000万行、参加国数は約170ヶ国

（2014年3月現在）。

●Hour of Codeでは、オバマ大統領、ビル・ゲイツ、

マーク・ザッカーバーグらがキャンペーン動画を公開。

オバマ大統領によるメッセージ

●コンピュータ科学教育週間（2013年12月）の
オープニングにおいて、オバマ大統領が「合衆国
の生徒学生は、プログラミングの学習を全員必須
とすべし」とのメッセージを発表。

●Hour of Codeでは、「新しいゲームを買うだけでは

なく作ってみよう、スマホで遊ぶだけでなくプログラ

ミングしてみよう」といったように作る側に回ること

をすすめている。

産業界による支援

●AppleやMicrosoftは全世界の小売アウトレットで
「Hour of Code」のクラスを実施。

＜Hour of Codeに関するホームページ＞ ＜オバマ大統領によるメッセージ動画＞
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（参考） 「Hour of Code」の具体的イメージ

Java Script のチュートリアル画面の例①

Java Script のチュートリアル画面の例②

基礎的なプログラミングを学習した後、

iPhone上でのゲーム作成にチャレンジ

コマンド入力によって、犬を動かす練習

コマンド入力によって画面中のヒーローを
コントロールし、ゲーム感覚で学習
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2014年9月から、英国小学校におけるComputing教育を大きく見直す

ワードプロセッサ入門のような内容を削除し、新たにプログラミングを加えることになった

英国初等中等教育におけるComputing教育について① 71

■ 目標
▶ 抽象化、論理、アルゴリズム、データ表現を含む計算機科学の基本理念と概念を理解し、それを適用できる

ようにする
▶ 計算科学用語で問題分析ができて、問題を解決するためのコンピュータプログラムを書く反復的かつ実践

的経験を持つことができる
▶ 分析的に問題を解決するために、新奇な技術も含む情報技術を評価して適用することができる
▶ 情報通信技術の優秀なユーザになる

▶ 単に、ICTを扱えて、生活に資するといった事ではなく、計算や計算機の原理にまで踏み込んだ目標を設定

英国における “Computing” 教育

英国新教育課程におけるComputing教育（１）

参考文献：Department of Education, UK: “The National Curriculum in England: Framework Document”, July, 2013.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/210969/NC_framework_document_-_FINAL.pdf



英国初等中等教育におけるComputing教育について② 72

■ Key Stage 1(5～7歳)
▶ アルゴリズムとは何かを理解する
▶ 正確で非曖昧な命令に従ってプログラムが実行することを理解する
▶ 簡単なプログラムを作りデバグする
▶ 簡単なプログラムの動作を予測するための論理的な根拠を教える

■ Key Stage 2(8～10歳)
▶ プログラムの設計、開発、デバグをし、物理システムの制御／シミュレーションといったゴールを達成する
▶ 問題を小さい問題に分割して解決する
▶ 逐次処理、選択、反復、変数、入出力を学ぶ
▶ 簡単なアルゴリズムを説明し、プログラムやアルゴリズムの誤りを発見訂正できる

■ Key Stage 3(11～13歳)
▶ 実世界の課題や物理システムの状態や振る舞いモデル化する計算的抽象化を設計、利用、評価できる
▶ ソートやサーチなどの計算的思考を反映したいくつかの鍵となるアルゴリズムを理解する
▶ 同じ問題に対していくつかのアルゴリズムがあることを理解する
▶ 2つ以上のプログラミング言語（そのうちの一つはTextual）が使える
▶ リストや表、アレイといったデータ構造を適切に使って問題が解ける
▶ 手続きや関数などの、モジュールプログラムができる
▶ 簡単なブール代数と、それを回路やプログラムで使うことを理解する
▶ 音声や画像、動画など、デジタルデータの構造を理解する

■ Key Stage 4(14～16歳)
▶ ここではもう細かいことは規定されておらず、実世界の問題を解決するために、高度な情報通信技術の利

用ができることを決めている

英国新教育課程におけるComputing教育（２）
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 留学生の総数は平成11年度より急激に伸びており、現在約14万人/年の留学生を受け入れている。

 留学生の受入れ先として、学部・短期大学・高等専門学校の割合が最も高い。

【出典】日本学生支援機構－平成23年度外国人留学生在籍状況調査結果

（人）

（年度）

留学生数の推移

留学生総数

学部・短期大学・
高等専門学校

専修学校（専門課程）

大学院

準備教育課程
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 出身地域別留学生数については、アジア地域からの留学生が93.5%を占める。

 出身国（地域）別留学生数については、中国、韓国、アメリカの順に多く、中国は全体の約6割を占めている。

【出典】日本学生支援機構－平成23年度外国人留学生在籍状況調査結果

地域名 留学生数 構成比

アジア 129,163人 93.5%

欧州 3,722人 2.7%

北米 1,742人 1.3%

アフリカ 1,136人 0.8%

中近東 1,018人 0.7%

中南米 886人 0.6%

オセアニア 408人 0.3%

計 138,075人 100.0%

出身地域別留学生数
国（地域）名 留学生数 構成比 国(地域)名 留学生数 構成比

中国 87,533人 63.4% ドイツ 393人 0.3%

韓国 17,640人 12.8% イギリス 364人 0.3%

アメリカ 4,571人 3.3% サウジアラビア 336人 0.2%

台湾 4,033人 2.9% ロシア 331人 0.2%

タイ 2,417人 1.8% カンボジア 326人 0.2%

フランス 2,396人 1.7% カナダ 286人 0.2%

ドイツ 2,162人 1.6% ブラジル 272人 0.2%

イギリス 2,016人 1.5% ラオス 248人 0.2%

インドネシア 1,456人 1.1% エジプト 235人 0.2%

ベトナム 1,322人 1.0% オーストラリア 231人 0.2%

オーストラリア 1,170人 0.8% イラン 229人 0.2%

カナダ 1,118人 0.8% スウェーデン 193人 0.1%

スウェーデン 737人 0.5% ウズベキスタン 191人 0.1%

ロシア 573人 0.4% シンガポール 186人 0.1%

フィンランド 530人 0.4% その他 4,082人 3.0%

モンゴル 498人 0.4% 計 138,075人 100.0%

出身国（地域）別留学生数



75

 専攻分野別留学生数について、多くの情報系学科を有する「工学」「理学」を専攻する留学生は全体の18.4%を

占める。

【出典】日本学生支援機構－平成23年度外国人留学生在籍状況調査結果

専攻分野別留学生数

専攻分野 留学生数 構成比

人文科学 27,873人 20.2%
社会科学 55,732人 40.4%

理学 2,123人 1.5%
工学 23,320人 16.9%
農学 3,196人 2.3%
保健 3,003人 2.2%
家政 2,684人 1.9%
教育 3,277人 2.4%
芸術 4,491人 3.3%

その他 12,376人 9.0%
計 138,075 人 100.0%



情報系学科における留学生のわが国企業への就職希望者の変化
（教育機関別）

ＩＣＴ企業が外国籍ＩＣＴ人材を採用する理由
（現在外国籍ＩＣＴ人材が就労しているＩＣＴ企業による回答）
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【出典】ＩＴ人材白書2013

外国籍ＩＣＴ人材の採用理由 留学生の就職希望者の変化

 外国籍のＩＣＴ人材を採用しているＩＣＴ企業においては、「技術力の高い人材の確保」や「オフショア開発業務へ

の対応」を目的に採用する傾向にある。

 留学生の日本企業への就職希望者は、情報系大学院のうち２割において増加している状況にある。
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制度概要

国費外国人留学生制度は、日本と世界各国相互の教育水準を向上させるとともに、相互理解、国際協力の推進に貢献するこ
とを目的に、1954年に創設された制度。選考された留学生に対して、渡日旅費、帰国旅費、さらに日本での学費・生活費を、奨
学金として支給する。 文部科学省が所管し、留学生の募集・選考については在外公館が協力。 現在までに当制度を利用して約
160ヶ国・地域の留学生が日本へ渡日。平成23年度現在の国費留学生数は、9,396人である。

国費外国人留学生プログラムには、以下の7種類がある。
○研究留学生
○教員研修留学生
○学部留学生
○日本語・日本文化研修留学生
○高等専門学校留学生
○専修学校留学生
○ヤング・リーダーズ・プログラム (YLP) 留学生

国費留学生の種類

募集・選考

国費外国人留学生の募集は、次の3通りで行われる。

○大使館推薦・・・海外に在住する留学希望者を対象に、海外
にある日本国大使館が募集。

○大学推薦・・・・・海外に在住する留学希望者を対象に、大学
間交流協定等に基づく交換留学生等を国費
外国人留学生として採用。

○国内採用・・・・・日本国内の大学に在学する私費留学生を、
在籍大学からの推薦による国費外国人留学
生に採用。

【参考：大使館推薦による選考の流れ】

【出典】 Webページ「日本留学総合ガイド STUDY IN JAPAN」
http://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html



国際協力機構（JICA） アジア・太平洋電気通信共同体（APT）

団体形態 独立行政法人（外務省所管） 国際機関

予算規模
（Ｈ25年度）

全体予算：約１４９１億円（一般勘定）
※研修予算：９６億円（下記①～③の研修予算の合計額）

日本からＡＰＴに対する任意拠出金（総額約１億６千万円）の一
部を活用し、研修を実施。
※研修予算：短期：約７千４百万円

中長期：約１千２百万円

主な研修種類
及びその期間

受入研修
①課題別研修：３週間～３ヶ月程度

日本側で途上国側の課題を想定して研修計画を策定した上で、
途上国側に提案し、実施する研修。

②国別研修：１週間～２週間程度
相手国の個別の要請に基づき実施する研修。

③青年研修：２週間～３週間程度

将来を担う青年層を対象とする基礎的な研修

受入研修
①短期（主に実務担当者向け）：１週間～１０日間程度

我が国の基礎的なＩＣＴ技術や技能の移転に関する研修
②中長期（主に政策立案者向け）：３週間程度

ブロードバンド普及のための政策策定、競争環境整備等に関する研
修

主な研修対象 開発途上国の政府機関等 ＡＰＴ加盟国の情報通信主管庁等

年間研修件数

（ＩＣＴ分野）

①課題別研修：１５件程度
②国別研修：２～３件程度

③青年研修：２～３件程度

①短期：５～１０件程度

②中長期：１件程度

１研修当たりの参加
人数

①課題別研修：１０名程度
②国別研修：１５～２０名程度

③青年研修：１５～２０名程度

①短期：１０名程度
②中長期：１０名程度

研修実績
（Ｈ25年度）

①国別研修（３件）
・電子政府推進研修（ベトナム、コロンビア、イラン）

②課題別研修（１６件）
・ルーラル地域における課題解決型情報通信インフラの構築・設計
・国際標準を活用したＩＣＴ政策立案能力向上
・地上デジタルテレビ放送の番組制作
・ISDB‐T放送幹部セミナー 等

③青年研修（２件）

・情報通信政策コース（ミャンマー、中央アジア・コーカサス）

①短期（６件）
・次世代ワイヤレス通信システム実現に向けた取組
・アジア太平洋地域におけるブロードバンド・ネットワーク普及を支える技術

とその標準化
・ＩＣＴを活用した公共安全のための防災強化
・ルーラルエリアのための小規模通信の実用技術とそれらの実施
・ブロードバンド通信のためのサイバーセキュリティー政策及び技術 等

②中長期（１件）
・デジタルデバイド解消のためのＩＣＴサービスとe-アプリケーションの活用

必要な手続等 課題別研修及び青年研修の場合、毎年８月頃要望をとりまとめ、
調整の上翌年度以降実施。国別研修は、要請の都度調整し実施。

毎年開催されるAPT管理委員会で次年度の活動及び予算案の承認
を得た後、各国からの要望をAPT事務局がとりまとめ、日本と協議の
上、実施。

※Ｈ2３～２５年度実績の平均

※Ｈ2３～２５年度実績の平均
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ＪＩＣＡ概要①（事業規模及び実績）
ＯＤＡの形態
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アジア 中東・北アフリカ サブサハラ・アフリカ 中南米 太平洋 欧州 複数地域にまたがる援助等

地域別・分野の実績構成比

58.3

84.5

36.5

2.2
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5.2

28.5

3.9

22.8

5.6

8.2

5.3

2.5 23.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無償資金協力

有償資金協力

技術協力

アジア 中東 アフリカ 北米・中南米 大洋州 欧州 その他

 ODAはその形態から「二国間
援助」と「多国間援助※」に分
類され、二国間援助は「技術
協力」「有償資金協力」「無償
資金協力」の３つの手法に分
類される。

○アジアが半数を占め、近年ではサブサハラ・アフリカが伸びている。

◆二国実績の地域別配分の推移

◆協力形態別実績構成比（2012年度新規分）

○有償資金協力の大半はアジア。技術協力及び無償資金協力ではアジアにつ
いでアフリカが高い割合を占める。

技術協力計※１ 1,678 1,889

研修員受入 170 201

専門家派遣 568 647

調査団派遣 367 403

機材供与 53 88

青年海外協力隊派遣 83 99

その他ボランティア派遣 34 39

その他 403 413

無償資金協力計※２ 1,416 1,074

有償資金協力計※３ 8,646 6,097

ＯＤＡ実績及び事業規模

注）各実績額は少数第１位取捨五入のため、合計値と合わないことがある。
※１ ボランティア派遣、その他経費を含む。
※２ 贈与契約締結学。但し、複数の会計年度に及び案件については各会計年度の供与限度額を計上。
※３ 年度内の実行額。

単位：億円

1,469 

1,642 

9,150 

※１ JICA運営費交付金予算額
※１,２ 補正予算を含まない値

無償資金協力

有償資金協力

技術協力

単位：億円

技術協力 １，４６９

無償資金協力 １，６４２

有償資金協力 ９，１５０

◆2013年度予算規模

※１

1,416  1,506  1,359  1,512  1,461  1,508  1,760  1,688  1,889  1,678 

1,171  1,038  1,034  1,104  964  1,111  1,368  1,181  1,110 
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5,877 

7,986 

5,698 
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9,494 

0
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技術協力 無償資金協力 有償資金協力

（億円）

出典：ODA白書2012を基に作成

※複数地域にまたがる援助等には、各地域にまたがる調査団派遣や行政経費、開発経費などを含む ※1990年以降の欧州地域に対する実績には東欧向け援助を含む

（支出総額ベース）

※２

※３

※国際機関への拠出・出資

出典：JICA 2013年年次報告

出典：JICA 2013年次報告等を基に作成
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◆2012年度JICA事業別実績

※１：ボランティア派遣、緊急援助隊の経費含む ※２：新規借款契約調印ベース ※３贈与契約締結額、複数会計年度におよぶ案件は各会計年度の供与限度額を計上

◆各事業の10年間の事業規模の推移
○

～
～

※１

※２

2012年度 2011年度

○2012年度の事業実績は、技術協力が14.3％(1,678億円)、無償資金協力が12.1％
(1,416億円)、有償資金協力が73.6％(8,646億円)と、有償資金協力が事業全体の
3/4を占める。また、2013年度予算においても引き続き同様の傾向。

12,267

ODA

二国間援助

技術協力

無償資金協力

有償資金協力

多国間援助 国際機関への
拠出・支出
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ＪＩＣＡ概要②（研修員受入）

研修受入
期間

研修コース名
※【 】は研修種別

研修参加国・人数

H25.7.24～
9.7

【課題別】ルーラル地域における課題解
決型情報通信インフラの構築・設計

エチオピア、サモア、タイ、ツバ
ル、バングラデシュ、ペルー、
ミャンマーより９名が参加

H25.8.31～
9.23

【課題別】地上デジタルテレビ放送の番
組制作

アンゴラ、コスタリカ、チリ、パラ
グアイ、フィリピン、ブラジル、ベ
トナム、ペルー、マレーシア、
ミャンマーより１２名が参加

H.25.11.4～
11.17 【課題別】ISDB‐T放送幹部セミナー

コンゴ民主共和国、スリランカ、
チリ、パラグアイ、ブラジル、ペ
ルー、マラウイより８名が参加

H.26.1.22～
2.8

【課題別】国際標準を活用したＩＣＴ政策
立案能力向上～途上国の課題解決のた
めのよりよいＩＣＴインフラ整備～

イラク、カンボジア、トンガ、パ
キスタン、ブラジル、ベトナム、
マレーシア、ミャンマー、ヨルダ
ン、ラオスより１４名が参加

H25.6.25～
7.4 【国別】電子政府促進 ベトナムより１４名が参加

H25.11.10～
11.24

【国別】管理者向け情報セキュリティ制度
設計

コロンビアより８名が参加

H26.2.24～
2.28 【国別】電子政府推進 イランより１０名が参加

H25.9.25～
10.12 【青年】情報通信技術政策 ミャンマーより１６名が参加

H26.1.13～
1.30 【青年】情報通信技術政策

ウズベキスタン、キルギス、タジ
キスタン、トルクメニスタンより
１５名が参加

H２５年度研修受入実績（ＩＣＴ部門）研修員受入の主な種類

日本側で途上国側の課題を想定して研究計画を策定した上で、途上国側に提

案し、実施する研修。期間は３週間～３ヶ月程度。１件当たりの参加人数は１０名
程度。また、ＩＣＴ分野の研修は年間１５件程度を実施。

相手国の個別の要請に基づき実施する研修。期間は１週間～２週間程。１件当
たりの参加人数は１５～２０名程度。ＩＣＴ分野の研修は年間２～３件程度を実施。

将来を担う青年層を対象とする基礎的な研修。研修期間は１８日間程度。１件
当たりの参加人数は１５名～２０名程度。ＩＣＴ分野の研修は年間２～３件程度。

１．課題別研修

２．国別研修

３．青年研修
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研修員受入 （参考）専門家派遣

研修員実績の推移

○2012年の研修員受入実績は26,081人、専門家派遣は9,021人

（人）

出典：JICA 2013年年次報告
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① 設立
国連アジア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）が、アジア電気通信網計画の完成の促進とその後

の有効な運営を図るための地域的機関として１９７６年にＡＰＴ憲章を採択。１９７９年に同憲章が発
効し、ＡＰＴ設立。

ＡＰＴは、ＡＰＴ憲章においてＩＴＵ憲章（１９７３年）に合致する地域的電気通信機関として位置付け
られており、ＩＴＵと連携して活動を行うことが期待されている。

② 目的

アジア太平洋地域における電気通信及

び情報基盤の均衡した発展を目的として、
研修やセミナーを通じた人材育成、標準化
や無線通信などの地域的政策調整を行う。

③ メンバー
加盟国 ３８か国
準加盟 １カ国３地域
賛助加盟員 １３１社（電気通信事業者

及びメーカー、団体）

④ 事務局（タイ・バンコク）
事務局長 山田 俊之（日本）
事務局次長（空席（2014年4月より））

以下、職員２１名。（2014年5月現在）

加盟国（38カ国）

• アフガニスタン
• オーストラリア
• バングラディシュ
• ブータン
• ブルネイ
• カンボジア
• 中国
• フィジー
• インド
• インドネシア
• イラン
• 日本
• 韓国
• 北朝鮮
• キリバス
• ラオス
• マレーシア
• モルディブ
• マーシャル諸島
• ミクロネシア
• モンゴル
• ミャンマー
• ナウル
• ネパール
• ニュージーランド
• パキスタン
• パラオ
• パプアニューギニア
• フィリピン
• サモア
• シンガポール
• ソロモン諸島
• スリランカ
• タイ
• トンガ
• ツバル
• バヌアツ
• ベトナム

• クック諸島
• 香港

準加盟（１カ国３地域：投票権なし）

• マカオ
• ニウエ

APT: Asia-Pacific Telecommunity＝アジア・太平洋電気通信共同体

Solomon Islands

Vanuatu
Tuvalu

Kiribati
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○アジア・太平洋電気通信網高度化のための協力（短期研修）

主としてインフラ整備・運用等に関わる実務担当者等を対象と

して、日本における研修コース及び海外におけるワークショップ

等を通じた基礎的な人材育成を実施。

○ブロードバンド普及に向けた環境整備支援（中・長期研修）

アジア・太平洋地域内のブロードバンド化に向けた競争環境

整備に必要な人材育成・政策作成への支援を目的として、域

内途上国より数名を招へいし、中期研修（3週間程度）を実施。

「ルーラルエリアのための小規模通信の

実用技術とその実施」
（2012年度 日本）

ＡＰＴでは、電気通信の標準化及び無線周波数などの政策調整のほか、日本からの

特別拠出金により、人材育成プログラムを実施。
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ＡＰＴ研修実績（H25年度）

研修期間 研修概要 研修参加国
研修参加

人数

１
平成25年11月26日～
平成25年12月4日

ワイヤレスブロードバンドインフラのための
無線周波数管理及び監視に関する研修

バングラデシュ、ブータン、中国、ラオス、マ
レーシア、モルディブ、ネパール、パキスタ
ン、パプアニューギニア、サモア、スリランカ、
タイ、バヌアツ、ベトナム

16名

２
平成25年12月2日～
平成25年12月13日

アジア太平洋地域におけるブロードバンド・
ネットワーク普及を支える技術とその標準
化に関する研修

バングラデシュ、ブータン、中国、ラオス、モ
ルディブ、モンゴル、ネパール、パキスタン、
タイ、ベトナム

10名

３
平成25年12月4日～
平成25年12月13日

ルーラルエリア向け小規模通信の実用技
術及び導入に関する研修

ブータン、中国、インド、ラオス、モンゴル、
ナウル、ネパール、パキスタン、パプア
ニューギニア、タイ、ベトナム

11名

４
平成25年12月11日～
平成25年12月19日

次世代ワイヤレス通信システムに関する研
修

バングラデシュ、ブータン、カンボジア、中国、
インド、モルディブ、ミャンマー、ネパール、
パプアニューギニア、スリランカ、タイ、ベト
ナム

12名

５
平成26年2月17日～
平成26年2月28日

ＩＣＴを活用した公共の安全のための災害
対策の強化に関する研修

アフガニスタン、ブータン、中国、インド、イラ
ン、マーシャル諸島、モンゴル、ミャンマー、
ネパール、スリランカ、タイ、ベトナム

13名

６
平成26年2月25日～
平成26年3月14日

デジタルデバイド解消のためのＩＣＴサービ
スとe‐アプリケーションの活用に関する研
修

アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、
中国、インド、イラン、モルディブ、モンゴル、
ミャンマー、パキスタン、タイ

13名

７
平成26年2月26日～
平成26年3月6日

ブロードバンド通信のためのサイバーセ
キュリティー政策及び技術に関する研修

アフガニスタン、カンボジア、中国、インド、
イラン、モンゴル、ミャンマー、ネパール、パ
キスタン、フィリピン、タイ、ベトナム

12名
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（参考）海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ）の主な事業

○新興市場開拓人材育成支援事業（国庫補助事業）

 日本の技術協力の一環として新興国の経済発展させる産
業人材を育成するための事業で、国からのODA資金（経済
産業省の補助金）と民間の資金を組み合わせて実施する
官民連携事業。
 ①受入研修（技術研修、管理研修）、②海外研修、③専門

家派遣の３タイプが存在。

新興市場開拓

人材育成支援事業

受入研修

技術研修

（一般研修＋実地研修）

管理研修
海外研修

専門家派遣事業

途上国の技術者・管理者を対
象に日本の技術や経営管理
の習得/普及を目的とした人
材育成

日本に受け入れて行う研修

海外に講師を派遣し、現地で
行う研修

途上国の企業等に日本の専門家を
派遣して行う技術指導

技術者を対象とした研修

経営幹部や管理者を対象と
した研修

■ 新興市場開拓人材育成支援事業 受入研修 技術研修イメージ図

■ 新興市場開拓人材育成支援事業 受入研修 管理研修概要

研修分野 主な狙い

経営管理・人と組織 経営問題の包括的解決能力の向上
実践的経営管理技術を中心とした企業経営能力の向上
グローバル化に対応した管理能力の向上
人と組織の問題解決能力の向上
ITを用いた管理能力等の向上

生産管理 生産管理能力、生産管理システム改善能力等の向上

品質経営・品質管理 全社的品質管理活動の推進能力向上
品質向上のための問題解決能力向上

■ 新興市場開拓人材育成支援事業 専門家派遣イメージ図

© 一般財団法人 海外産業人材育成協会（HIDA）
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技術環境の変化 ： 基盤となる技術 新がグ ルな規模で進展
⇒ 技術の多様化によって、一国あるいは一社で全ての技術をカバーし、製品・サービスを提供することが困難

標準策定の場の変化 ： グローバルな規模での技術の共有と分業による製品・サービスの高度化がスピード感をもって進展
⇒ ITU※1等のデジュール標準に加え、フォーラム※2標準の役割が拡大

ＩＣＴ分野における標準化の取組

日本再興戦略や、世界最先端IT国家創造宣言（ともに平成25年6月14日閣議決定）において、標準化戦略の重要性を指摘。
・日本再興戦略・・・「戦略分野を中心に研究開発を推進するとともに、その成果を実用化し、さらには市場獲得につなげるため、知的財産戦略や標準化戦略を推進」

・世界最先端IT国家創造宣言・・･「研究開発を推進するとともに、その成果が国際標準となり、世界でも幅広く受け入れられるよう取組を推進」

標準化政策推進にあたっての留意事項・背景

デ
ジ
ュ
ー
ル
標
準

ITU-T

フ
ォ
ー
ラ
ム
標
準
等

IEEE※4

W3C※5

国内標準化活動

○平成23年 4月 BEMS等で用いられる通信規格(IEEE1888-2011)の規格化。
○平成24年 3月 スマートメータ等のための省電力無線通信方式(IEEE802.15.4g/e)の規格化。

（当省の平成21年度委託事業の成果を反映した規格。東京電力、東京ガスのメーターの無線通信規格の一つとして採用見込み。）

○平成24年10月スマートテレビの国内標準仕様のうち、国際標準化すべき項目の提案。
○平成25年8月 次世代ブラウザの縦書き関連仕様の一部（圏点、下線・傍線等）の勧告候補化。
○平成25年8月 デジタルサイネージをWebベースで実装するためのガイドライン・技術要件の提案。

○平成24年4月 IEEE802.15.4g/eの認証団体としてWi-SUN※6の設立。
○平成24年11月 スマートメータに関連する通信インタフェースの実装のためのガイドライン(TR-1043)をTTC※7が策定。
○平成25年6月 災害・緊急時におけるデジタルサイネージ運用ガイドライン（第1版）をDSC※8が策定。

※1 ITU : International Telecommunication Union （国際電気通信連合）
※2 フォーラム：複数の企業や大学等が集まり、標準化規格などを議論・策定する場
※3 光アクセスシステム : 光伝送システムのうち、通信事業者の局舎と加入者の建物との接続に光ファイバ を用いたシステムの総称
※4  ＩＥＥＥ: Institute of Electrical and Electronics Engineers （米国電気電子学会）

○平成22年7月 100Gbpsの光伝送網 (G.709/Y.1331)の勧告化。

○平成24年6月 デジタルサイネージの基本フレームワーク(H.780)、ユビキタス環境のためのID体系であるucode (H.642)
の勧告化。

○平成25年3月 ネットワークロボットのプラットフォーム(F.747.3)の勧告化。

○平成25年9月 光アクセスシステム※3 (G.9801)の勧告化。

○平成25年11月スマートグリッドにおける通信アーキテクチャの提案（SG13）。

※5 W3C : World Wide Web Consortium
※6  Wi-SUN : Wireless-Smart Utility Networking 
※7  TTC: Telecommunication Technology Committee （（一社）情報通信技術委員会）
※8  DSC: Digital Signage Consortium 

我が国における最近の主な活動
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国連の専門機関

国際電気通信連合

(ITU： International Telecommunication Union)

アジア・太平洋電気通信
標準化機関（ASTAP）等

(Asia-Pacific Telecommunity Standardization Program)

総 務 省

標準提案

情報提供

情報通信審議会 ITU部会

共同提案

民間フォーラム等

○ IEEE
米国の電気・電子技術学会

(The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc)

○ IETF、W3C
インターネット関連技術の

標準化団体
(Internet Engineering Task Force)
(World Wide Web Consortium)

○ 3GPP
第三世代携帯電話システ

ムの仕様に関する標準化
プロジェクト
(3rd Generation Partnership 
Project)

等

○ ISO
工業一般の標準化団体

(International Organization for 
Standardization)

○ IEC
電機・電子技術の標準化

国際団体
(International Electrotechcical
Commission)

民間標準化機関
国際標準に基づき、国内向けの任意規格を策定

（例）ＡＲＩＢ，ＴＴＣ 等

支

援

提案

標準提案

※ 民間フォーラム等 ： 複数の企業や大学等が集まり、標準化規格などを議論・策定する場
※ ARIB （電波産業会、Association of Radio Industries and Businesses）： 携帯電話やデジタル放送に関する標準規格策定を行う一般社団法人。
※ TTC （情報通信技術委員会、Telecommunication Technology Committee） ： 情報通信ネットワークに係る標準の作成、調査・研究等を目的とした一般社団法人。

電気通信事業者、放送事業者、メーカー等

提

案

提

案

提

案

ITU勧告の策定

ISO規格・
IEC規格の策定

IEEE規格等
の策定

総務省における標準化活動 87


